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令和2年度(下半期)障害者基幹相談支援センター運営状況一覧

障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ運営評価の目的､根拠､方法等については､贋諏『祠のとおり。
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匿剰~Z両1
令和2年度障害者基幹相談支援センター運営評価の実施について

1 目的

障害者基幹相談支援センターが、契約仕様書や市が定めた運営方針に沿って運営され

ているかの運営状況を点検することにより、センターの業務水準の維持、向上を図る。ま

た、自己評価結果等について地域自立支援協議会に諮り、市のホームページ等にて公表す

ることでセンター運営の客観性を確保する。

2根拠

地域生活支援事業実施要綱に下記の記載あり。 ．

（1）市町村は、基幹相談支援センターの設置又は運営の責任主体として、基幹相談支援

センターの運営について適切に関与しなければならない。

（2）市町村は、基幹相談支援センターを設置又は委託するに当たっては、協議会等に

おいて、設置方法や実施する事業内容の事業の実績の検証等を行うこと。

実施方法

（1）各区障害者基幹相談支援センターにて自己評価を実施。

（2）障害福祉サービス課担当者により各区障害者基幹相談支援センターが人員、設備

等の基準を満たしているか等を実地に調査。

（3）既に提出されている年次実績報告、 （1）の自己評価結果、 （2）の実地調査結果

について、地域自立支援協議会全体会にて意見聴取を実施。

（4）既に提出されている年次実績報告、 （1）の自己評価結果、 （2）の実地調査結果、

（3）地域自立支援協議会意見について市のホームページにて公表。

3

4評価項目について

自己評価､実地調査項目については､市が定めた仕様書及び運営方針に沿った項目とす

る。

､



1 相談支援を利用している障害者等の人数（基幹R2下半期）

中央区

実人員 ll身体障害｜重症心身障割知的障害｜精神障害｜発達障害｜商次脳樋鮨陣害I その他

瞳害者 1 235 11 39 1 1 1 39 1 122 1 1 1 0 1 33

F 1 24 11 2 1 1 1 9 1 3 1 5 I O I 4

計 | 259 11 41 1 2 1 48 1 125 1 6 1 O 1 37

花見川区

実人員 ｜｜身体障害｜重症心身障割知的障害I精神障害｜発達障害｜高次脳磯能隙害｜ その他

議引十件一件十÷H-H;
評一FZ而司 25 1 1 1 59 1 63 1 15 1 4 1 46

稲聿反

実人員 |I身体障害｜重症心身障害1知的障害｜精神障害｜発達障害||商次脳蝋鮨陣害l その他

障害者 | 182 11 20 1 3 1 72 1 78 1 11 1 4 1 9
害児 | 18 1I 0 I 0 I 12 I O I 7 I 0 I O

許一一FZ而司 20 1 3 1 84 1 78 1 18 1 4 1 9

若菫Iヌ

実人員 ll身体璋害I重症心身障割…知的障害I精神障害｜発達障害｜商次脳磯龍陣害｜ その他

障害者 | 246 11 93 I O 1 50 1 93 1 2 1 6 1 22

害児 | 32 11 3 1 0 1 12 1 0 1 15 1 O 1 2

言F－1－回75司 96 0 62 93 17 6 24

緑区

実人員 ｜｜身体瞳害｜重症心身障割知的障害｜精神障害l発達障害｜高次脳磯能ﾘ鱈｜ その他
章害者 | 123 11 5 1 O 1 45 1 53 1 18 1 2 1 18

二
一
一

一
一

美浜区

-｣実人員 !|身体障害｜重症心身障害｜知的障害｜精神障害｜発達鐘害｜高次膳機能陣割その他
障害者 l 119 11 37 1 0 1 22 1 42 1 7 1 4 1 13

聲児 1 45 11 4 1 0 1 13 1 2 1 25 1 0 1 1

計･ 1 164 11 41 I O I 35 1 44 1 32 1 4 1 14

全区合計
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2 支援方法（基幹R2下半期）

訪問・来所・電話相談件数
ノ
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中央区

花見川区

稲毛区
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闇訪問〃来所相談■電話相談

，
＃

1
』

I

－ －

訪問 来所相談 同行 電話オ電話オド目談ド目談 電子メール ’ "lj又疲芸
垂竺1 1

関係機関関係機関 その他‘ 計
ﾛ－

中央区 481 235 193 81
、
／
』 33 79 193 239 2,265

花見川区一 96 214 44
『＝行”

0，イ 16 24 908 4 1,863

稲毛区 118 ワワ
01 51 403 75 21 266 0 1,011

若葉区若葉区 197
－

142 57 1，255 30 26 1． 175
－ －

37
L■－

2．919

緑区 50 79 26 495 23 31 668 1 1，373

美浜灰 97 56 '9 '65 17
1ワ

lI 706 ７ 1－ 194



口
3 支援内容（基幹R2下半期）

~～

r面巫lメ〃
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る支援
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余暇活動に

閏寸悪寺鰐

権利擁護に

関する支援
その他 計
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花見川区 658 9 207 197 45 39 82 76 56 48 203 1,863
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若葉区 1,436 )9 110 951 25 36 )1 49 1尻
上し 169 3,022

緑区 379 ﾗ4 152 100 ］ ２ 170 86 0 66 ２ 906 2,200
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合計 3,845 993 1,355 1,899 ３ 0 1,066 747 1 ;19 525 345 242 1,696 14,542
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資料2(1)7

令和2年度実績報告書（年次）
中央区障害者基幹相散支援センター

【記載に係る留意事項】

※各項目ともに主要な運営実績を記載して<ださい。

※地域部会､相談支援事業所意見交換会は､開催日をすべて記載してください．

※実績のない項目は､ 「実績なし」と記載してください。

No 項目 実施日・実施内容

1 別紙1 「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」のとおり

2

３

一般的・総合f

業務時間外の

地域の相談

支援体制の
強化の取組

勺・専門的な相談支援の実施

緊急時支援の内容

地域の相談支援事業者に対する訪問等
による専門的な指導、助言

地域の相談支援事業者の人材育成の支
援（研修会の企画・運営、 日常的な事
例検討会の開催、サービス等利用計画
の点検・評価等）

地域の相談機関（相談支援事業者、身
体障害者相談員、知的障害者相談員、

民生委員、高齢者、児童、保健・医

療、教育・就労等に関する各種の相談
機関等） との連携強化の取組（連携会
議の開催等）

学校や企業等に赴き、各種情報の収

集・提供や事前相談・助言

地域の相談支援事業者が実施したモニ
タリング結果及び地域においてセルフ

ブﾗﾝにより支給決定されている事例
の検証

別紙2 「－般的・総合的・専門的な相談支援実績報告」のとおり

別紙3「業務時間外の緊急時支援実績報告」のとおり

あんしんケアセンター等と連携し、各種相餓への対応を実施した。
(10月9件、 11月15件、 12月12件、 1月18件、 2月14件、 3月17件）

10/22地域移行進め隊として、一般相談支援ミニ講座を企画
3/2地域移行部会「行動障害の方向けの研修」実施
3/4医療的ケア部会ｽｷﾙｱｯブ研修･ 12新規事業所向け研修実施
毎月の意見交換会では、就労支援・モニタリング・児童発達支援等について
講師を招いて勉強を行った。※詳細は、月次報告書のとおり

千葉県弁譜士会福祉委員会に出席
キャリアセンター会篭に出席

区内あんしんケアセンターの地域ケア会賎に出席

ハローワーク、特別支援学校等と進路に困難を抱える子どもの進路を考える
｢子どもの未来を考える会」立ち上げ。※詳細は、月次報告書のとおり

12/11 松が丘小学校5年生向けに精神障害者の理解の授業
3/22市向巷霞特別支援学校より、今年度卒業生の引継ぎ
※詳細は、月次報告書のとおり

12/8意見交換会において、講師を招きモニタリングについての情報共有を
行った。

I

4

地域移行・

地域定着の

促進の取組

章害者支援施設や精神科病院等への地
域移行に向けた普及啓発

地域生活を支えるための体制整備に係

るコーディネート

晴神障害者にも対応した地域包括ケアの推進事業広め隊会溌に出席
'2/12地域に暮す精神障碍者の理解研修の企画開催（川戸公民館・オンラ
イン）※詳細は、月次報告書のとおり

｢子どもの未来を考える会」企画琿蛍
1/6． 14刑務所から出所の方の面会、お迎え、鯛整会溌
石郷岡病院からの相談に地域移行支援事業所と連携

５

地域自立支

援協議会の
運営

各区地域部会、相談支援事業所意見交
換会等の運営

・地域部会実施日: 10/28, 12/23， 2/22
・相談支援事業所意見交換会: 10/14, 11/12, 12/8, 1/15, 2/16 (4区合
同） 、 3/19

・3部会: 10/21, 11/13, 12/9， 1/21， 2/18， 3/17
・地域移行部会： 10/22, 12/8， 3/2※詳細は、月次報告書のとおり

6
権利擁護・

虐待の防止

成年後見制度の利用につなげるために
必要な相談その他の支援

障害者等に対する虐待を防止するため
の取組

相談者に対する成年後見制度の説明（32件）
県弁謎士会社会福祉委員会に出席、ケースについて情報提供
成年後見ｾﾝﾀｰ会議に出席

・ 10/28本人から母親への暴力があり、医療保護入院につなげた
・ 11/1 団地で暴れていて警察に保誼された方の精神科病院への移送に協力
・管理者が虐待防止研修を受講
･あんしんｹｱｾﾝﾀｰの虐待防止研修会にアドバイザーとして出席
※詳細は、月次報告書のとおり

７
障害者相談支援に関する各種情報の収集、集約､発
オョ
1口

関係機関が開催する各種会議への参加における情報収集や意見交換、情報発
信等｡ホームページ上の更新
お知らせに載せる。

パンフレットの配布等

※詳細は、月次報告書のとおり

https://cckikan.or.jp/研修録画資料等を

8 地域生活支援拠点との連携 別紙4「地域生活支援拠点との連携状況報告」のとおり

9 公募時の提案害の内容を踏まえた今期の振り返り 別添事業報告書のとおり

10 公募時の提案書の内容を踏まえた次期取り組み 事業計画害のとおり
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委託名： 中央区障害者基幹相談支援センター運営業務委託

受注者：社会福祉法入り（るたす

履行場所：千葉市中央区長洲2丁目13番4号101号室

履行期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日



令和2年度中央区障害者基幹相談支援センター事業報告

千葉市中央区障害者基幹相談支援センター令和2年度事業報告

令和2年10月より､千葉市各区で障害者基幹相談支援センターが設置され､試行錯誤しなが

ら半期の運営を行ってまいりました｡まだ､中央区の住民や関係機関に対して存在を周知しき

れていないことと､職員の経験不足が否めない点もあり､地域に役立つ存在となりきれていな

い状況ではございます｡令和3年度以降も改善を重ねながら運営を行ってまいりたいと思い

ますので､ご指導をいただければ幸いです。

本報告書では､相談実績及び相談内容を分析し､中央区の障害者に関する相談の傾向等を

把握することを目指しています｡今回は､初年度の半期ということもあり､記録等も迷いながら

行っている点もあり､十分に傾向を把握できたとはいえない状況ではありますが､半期の結果

をまずはお伝えしていきたいと思います。

本センターとしては､個別支援(ミクロレベル)と地域や関係機関への働きかけ(メゾレベル・

マクロレベル)を並行して行うことを目標にしておりますが､まだまだ至らない点もございま

す｡本報告書で活動内容等をお示しさせていただきますので､多くの方にお読みいただきご意

し

〆
甦

見を賜れれば幸いに思います。

令和3年4月

千葉市中央区障害者基幹相談支援センター

所長伊藤佳世子

〔‘
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援センター事 報告令和2年度中央区障害障年 者墓幹相談支幹 業

中央区障害者基幹相談支援センターのおもい values

＋理念

私たちは､千葉市の誰もが｢自分らしく｣生きられることを目

指します。
」
”

＋行動指針

1ワンストップで受ける。

中央区在住の障害のある方やその関係者を中心に相談支援をきめ細やかに行う｡障害種別

に関わらず､総合的かつ専門的な相談支援を24時間担える体制をつくる｡土日や夜間でない

と相談が難しい方のため､メール､FAX､SNS等で広く相談を受け付ける仕組みを構築する。

他の専門機関につなぐ必要がある相談であっても､まずは受け止め､ニーズ把握を行った上で

確実につなぐ支援を行う。

2孤独な相談を中央区からなくす。

区内特定相談や障害児相談一般相談事業者等が担当している個別の困難ケースについて

は､共に相談支援を行い､特定の事業所､職員が抱え込まない相談支援体制を構築すること

で､多くの知見を結集し課題解決を行う仕組みをつくる｡公開事例検討会を行い､地域全体で

課題の発見や共有､解決をする習慣をつけられるようにする｡また､地域の相談支援事業所の

質を高めるためのサポートをする。

3誰も取り残さない。

生活に困難を抱えつつも相談につながらない方の掘り起こしを行う｡障害福祉サービスの利

用にはつながらない等､例えば､引きこもっていて人との接触がほとんどないようなケースや

地域に埋もれがちな8050問題(親が高齢で障害のある子どもの介護が難しくなる等)等の

掘り起こしができるよう､日頃から民生委員や社会福祉協議会等との連携を保つこととする。

そして､これまで見えにくかった地域課題を明確にできるようにする｡また､緊急時に支援が見

込めない世帯については､把握し､名簿に登録したうえで､常時の連絡体制を確保し必要な相

談等を行う。

4他機関とのネットワークづくりを行う。

障害者基幹相談支援センターが行う連携は､単なる調整ではなく､関係機関の果たすべき役

割を理解し､ケースに応じた適切な役割分担して､行うことである｡行政はもとより､フォーマ

ル･インフォーマルの枠を超え高齢系､児童系､司法系､社会福祉協議会､民生委員等のネットワ

（

（
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年度中央区障害者墓幹相談支援センター事業報告
〈
わ赤和2

－クの充実を図る｡市(区)内の多様な会議に参加し､顔の見える関係づくりを行うことから開

始し､ともに仕事をする中で､網羅的につながれるネットワークづくりを構築する。

5地域課題の集約と解決方策の提案を図る°

自立支援協議会に情報が集約される仕組みをつくり､中央区の課題の整理を行い解決に向
けたアクションが起こせるような体制づくりを目指す｡中央区において､現行制度等では解決

が図れない相談内容について分析し把握するとともに､その解決方策をフォーマル･インフォー

マルの二つの観点で検討する｡また､大きな課題については､自立支援協議会を通じて､行政

課題とし､障害福祉計画･障害児福祉計画等へ盛り込む等､多様な人々の力を使って解決を図
泡

る仕組みをつくる。

β
、

（
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業報告報告炎支援センター事令和2年度中央区障害者墓草度 半相言

法人概要

法人名称 社会福祉法入りくるたす（2016年4月1日登記）

主たる事務所 〒260-0802千葉市中央区川戸町468番地1

電話043-497-2373 FAXO43-497-2127

理事長 伊藤佳世子(千葉市）

事堀 智貴(厚木市）執行理事

下河原忠道(浦安市）株式会社シルバーウツド代表取締役

高木憲司(船橋市）和洋女子大学准教授

川畑善智(東京都）株式会社パムツクス代表取締役

竹嶋信洋(千葉市）株式会社ベストサポート代表取締役

池田敏子(千葉市）事務局長

理㎡

（
武石.直人(千葉市) NPO法人外国人介護人材研究所理事長

濱上賢一(千葉市） 21地区自治会連絡協議会顧問

関口幸一(袖ヶ浦市)NPO法人ぽぴあ代表

安形典子(柏市） 患者家族

佐久間水月(千葉市）弁護士

栗田 健(東京都）社会福祉法人日の基福祉会理事

喜本由美子(船橋市) NPO法人ラフト代表

林 晃弘(白井市）社会福祉法人フラット理事長

評議 員

事柳町和巳(船橋市）税理士法人スタート代表

桑本 博(船橋市）行政書士

監

事業の種類 1.第二種社会福祉事業（イ)障害福祉サービス事業の経営

（□)特定相談支援事業の経営

（ハ)一般相談支援事業の経営

（二)障害児相談支援事業の経営

（ホ)移動支援事業の経営

（へ）老人居宅介護等事業の経営

2.公益を目的とする事業 （1）研修事業

（2）診療所の経営

（3）社会福祉に関する調査研究事業

（4）福祉用具貸与･販売

（5）住宅改修

（6）居宅介護支援事業

〔
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’令和2年度中央区障害者墓幹相談支援センター事業報告

所 轄 庁 千葉市

〈

〆
甦

ゴ

5

齢社会福祉濃入りくるたす



談支援センター事業報告害者基幹相年度中央区障令和ロ2年

中央区障害者基幹相談支援センター概要

事業名称中央区障害者基幹相談支援センター

管 理 者伊藤佳世子

所 在 地〒260-0854千葉市中央区長洲2丁目13番4号101号室

電話043-445-7733 FAXO43-445-7785

事業開始日令和2(2020)年10月1日令和2年8月～9月は引継ぎ期間

事業の種類受託内容

（ア)一般的な相談支援の実施

①福祉サービスの利用援助(情報提供相談等）

②社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言･指導等）

③セルフプランの作成支援

④社会生活力を高めるための支援

⑤ビアカウンセリング

⑥権利の擁護のために必要な援助

⑦専門機関の紹介等

（イ)総合的･専門的な相談支援の実施

①障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施

（ウ)地域の相談支援体制の強化の取組

①地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導､助言

②地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画･運営日常的な事例検討会の開

催､サービス等利用計画の点検･評価等）

③地域の相談機関(相談支援事業者､身体障害者相談員知的障害者相談員､民生委員､高

齢者､児童保健･医療､教育･就労等に関する各種の相談機関等)との連携強化の取組

（連携会議の開催等）

④学校や企業等に赴き､各種情報の収集提供や事前相談･助言

⑤地域の相談支援事業者が実施したモニタリング結果及び地域においてセルフプランによ

り支給決定されている事例の検証

（工)地域移行･地域定着の促進の取組

①障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

②地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

（オ)地域自立支援協議会の運営(詳細は別紙のとおり）

①各区のセンター輪番による運営事務局会議の運営

②各区地域部会､相談支援事業所意見交換会等の運営

（力)権利擁護･虐待の防止

①成年後見制度の利用につなげるために必要な相談その他の支援

②障害者等に対する虐待を防止するための取組

（キ)障害者相談支援に関する各種情報の収集､集約､発信

（

（
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報告

生ロ

センター事業央区障害者墓幹相談支援2年度中2
《
わ矛ロ

運営方針
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下､｢障害者総合支援法｣とい

う)第77条の2に規定する｢基幹相談支援センター｣として､国の地域生活支援事業実施要綱に規

定する各業務を行う｡業務の遂行|こおいては､下記運営方針に従うものとする。

1総合的･専門的な相談支援の実施

様々な方々をワンストップで受け止めるためには､障害特性や支援方法を､基本的な知識として有す

ることは必要であるため､身体障害者､知的障害者､精神障害者､障害児､難病等､高齢障害者､医療的

ケアを必要とする方､触法障害者､生活困窮者､生活保護受給者等の相談支援に経験のある社会福祉

士等の有国家資格者や児童､難病､知的障害強度行動障害等に関連した研修の修了者を配置し､各種

ニーズに対して適切に対応する｡一方でアセスメント方法や相談援助､社会資源の創出等は､ソーシャル

ワークをベースとしており､障害種別にこだわらず運営する。

センターを基盤とし､ハブになり各関係機関と連携し､中央区全体で各種ニーズに対応する体制を構

築していく｡災害時等はSOSを出せない方がいることを想定し､区と連携し要支援名簿に基づき､訪

問での支援を一件一件行う体制をつくる。

2地域の横断的支援体制の強化の取り組み

中央区の地域課題として､医療的ケアを必要とする方や強度行動障害のある方､触法障害者等の行き

場がなく､本人･家族等が生活に困難を抱えていることがある｡他にも､重度障害者の就労の促進がで

きていないことや社会資源の偏在があること等が挙げられる｡また､8050問題や高齢障害者や親亡

き後問題等､引きこもり等複雑化した障害福祉のみでは解決しにくい課題がある｡そのような地域課題

を自立支援協議会の場も活用し､解決すべき地域課題を明確化し､障害福祉計画等に反映させるため

の下地を市(区)と連携しながらつくる｡障害者基幹相談支援センターとしては､相談支援や福祉サービ

スにつながらない人たちの実態を把握し､ニーズは何か､どう対応するか等について､相談につながら

ない人の居場所づくりなどを中央区社会福祉協議会や民生委員とのつながりをもちつつ､インフォーマ

ルなことから始めていく。

3地域移行･地域定着の促進の取り組み

地域移行するための体験の場の提供について､当法人においても可能であるが､提供できる場の発

掘を行い､展開をしていく｡地域の相談支援事業所をフオローしていくことで､実績のない指定一般相

談支援事業所が新たに対応できるようにし､事業者･利用者共に増やせるようにする｡また､｢千葉市精

神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業｣と連携し､精神障害者の地域移行･地域定着

を促進する。

4地域自立支援協議会の運営

市(区)の障害福祉を推進するために最も要となる自立支援協議会の運営には､特に力を入れる必要

があると考えている｡自立支援協議会の構成員は､趣旨を理解し偏りがなく公正中立な者で構成する。

各団体等からの推薦を含め検討する｡出席率を常に確認し､協議会が地域に必要な提案等ができてい

るかをチェックし､運営を行う｡地域課題を明確化するため､アンケート調査やデータの整理等を行い、

その解決方策について､構成員で協議し､障害福祉計画等への反映ができるようにする。

■

国

ｒ
足
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口 中央区障害者基幹相談支援センター事業報告幹相言度令和2年

そのためには､本会の下に作業部会を設置(2階建て構造)にし､本会の場での論点を明確化できる

ようにする｡作業部会については､地域移行部会､権利擁護部会､医療的ケア部会､災害対策部会を想

定している｡新たな部会の設置や改変等についても運営を行いながら進めていく｡これらを担える適切

な構成員の見直しや拡充等を市と連携しながら進めていきたい。

5権利擁護･虐待の防止

社会福祉協議会の権利擁護事業との連携､市の虐待防止センターとの連携を行い､常にできる限りの

対応ができるよう備えておく｡障害者基幹相談支援センター職員が虐待の第一発見者という場合も想

定できるため､その際の緊急時の対応や手続き等について､あらかじめ市と協議し､虐待防止に関する

マニュアルの作成を行い､備えておく｡また､計画相談支援事業所で対応が難しいものについて共に対

応に動き､多角的な視点で解決策を検討できるようにする。

当法人としては､緊急時のシェルターの用意があるため活用することも想定しておく。

千葉県弁護士会とソーシャルワーク系3団体､臨床心理士会で構成する｢福祉と司法の連絡協議会」

に積極的に参加し､連携を強化し､有事の際には協業する体制を構築する｡自立支援協議会の中に権利

擁護部会をつくることも目指す。

虐待防止学会への参画をし､虐待防止研修と啓発活動を行う｡また､アドバイザーに弁護士を配置し、

（

成年後見制度の利用促進や相談支援を行う。

（
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報告

生ロ

；|令和2年度中央区障害者基幹相談支援
令和2年度(2020年度)事業報告目次

和2年度中央区障害者基幹相談支援セ令矛 ンター事業

内容 Contents

中央区障害者基幹相談支援センターのおもい values ２
４
６
７

法人概要

中央区障害者基幹相談支援センター概要

運営方針

I.令和2年度事業報告～公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返り～ 10

1 1Ⅱ､組織体制

1． 職厚

2． 会言

3． 研I

職員

研修

《1 1の状況

会議 1 1

12

Ⅲ､相談の分析

1． 相談茎

2． 支援ロ

相談者

支援内

I3

について ４
６

１
１容について

Ⅳ.自立支援協議会のまとめ

1． 中央区自立支援協冒

2． 各部会の詳細

中央区自立支援協議

各部会の詳細

22

会の構成 22

23

（
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口1
6

令和2年度中央区障害者墓幹相談支援センター事業報告

I ・令和2年度事業報告～公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返り～

24時間365日､障害のある方などの総合相談窓口として相談支援を行いました。

自立支援協議会の運営を行いました(※詳細後述）

地域部会･意見交換会のほかに地域移行部会､医療的ケア部会､災害対策部会8050部会の作業
部会を設置し､関係者と定期的な情報共有､意見交換を行いました。

地域の相談支援事業所の支援を行いました。

ICT化支援として､メディカルケアステーションやラインワークスの活用方法を個別にお伝えし､タ

イムリーにつながれる体制を整え､他法人との情報共有を密にできるようにしました。

毎月の意見交換会で定期的な情報共有､意見交換を行いました。

センターの広報啓発活動を行いました。

地域の相談支援事業所にパンフレットを配置したほか､ホームページを開設し､研修動画の掲載な

どを行いました。

（

関係機関との連携体制を作りました。

一地域包括支援センター:の管理者会議へ出席しました。

一社会福祉協議会:コミュニティソーシャルワーカーと面談し､連絡方法等の確認を行い､いくつかの

民児協の集まりにつなげていただきました。

一各種学校等：特別支援学校等との情報共有を始めました。

一中央区高齢障害支援課障害支援班：虐待ケースの対応､緊急時の対応､緊急時の支援が見込め

ない世帯についての対応について､常時連携できる体制を整えました。v

一その他関係機関：各地域生活支援拠点､他区障害者基幹相談支援センター､中核相談支援センタ

ー､生活自立･仕事相談センター､千葉県発達障害者支援センター､地域定着支援センター､ハロー

ワーク､中小企業同友会､県弁護士会､千葉市障害者相談センター等へ挨拶に伺い､適宜情報共有

できる体制を整えました。

（ 虐待防止への取り組み

管理者が､虐待防止研修を受講し､また､サービス管理責任者研修と相談支援専門員の研修の講

師として協力しました。

地域移行の取り組み

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム｣の事業と共に､精神障害のある方の地域移行支

援､地域移行の広報啓発を行いました。

その他地域課題への取り組み

千葉市の各機関との連携会議を行う中で見えてきた課題をもとに､子どもの未来を考える会､難

病連絡協議会を立ち上げました。

10
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相談支援センター事業報告ホ章害者墓幹令和2年度中央区I

Ⅱ､組織体制

1． 職員の状況

①令和3年3月31日の職員の状況。

【資格内訳】社会福祉士4名､精神保健福祉士2名

相談支援専門員3名(現任研修修了者2名､初任者研修修了者2名）

介護支援専門員1名

医療的ケア児等支援者養成研修修了者3名

強度行動障害支援者養成研修(基礎･実践)修了者 1名

千葉県精神障害者ピアサポート専門員養成研修修了者1名

②職員個別面談年に2回実施評価システム。

③資格取得の補助制度あり。

〔

会議2

内部会議

基幹相談支援センター内部会議及びケース検討(毎日8時30分～9時）

外部会議

中央区地域部会偶数月

災害対策部会､医療的ケア部会､地域移行部会､8050部会毎月

中央区意見交換会毎月

こどもの未来を考える会2か月に1回程度

千葉市運営事務局会議(11月･幹事奇数月）

あんしんケア多職種連携会議適宜

キャリアセンター虐待防止会議3月

４
，

あんしんケアセンター､中央区高齢障害支援課中央区基幹相談支援センター管理者会議毎月

千葉県自立支援協議会相談支援部会適宜

千葉県中核相談支援センター協議会会議毎月〆

千葉県相談支援事業協会役員会毎月／

日本相談支援専門員協会政策委員会3か月に1回／

千葉市基幹相談支援センター管理者会議毎月

1 1
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事業報告業報報告炎支援センター令和2年度中央区障害者基幹相言

3． 研修

法人内管理者研修

法人内全体研修(サポステ含む）

医療観察法の研修(社会復帰調整官に依頼）

千葉県主催虐待防止研修(管理者が受講）

日本相談支援専門員協会：ネットワーク研修

リスクマネジメント研修

管理者は毎月SV

（

〔
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援センター事ンタ
生
ロ者基幹相談支 業年度中央区障害令和2

Ⅲ相談の分析

令和2年度に受けた個別相談の分析を行いました｡毎月約40件の新規のご相談を受けて参りま

した｡精神障害または精神障害があると思われる方のご相談が多かったです。

相談者の2/3がサービスを利用されていない方でした｡相談内容のうち｢サービスを使いたい｣と

いうニーズがはっきりしている場合､アセスメントの後に計画相談支援事業所､またはセルフプランで

サービス事業所におつなぎして､基幹相談としては短期間で終結となる方が多いですが､場合によっ

てはサービスの必要がなく終結することもあります｡また､サービスを利用しており､既に計画相談支

援事業所がついているものの､多くの問題を抱えているなどの支援困難者については､重層的な相

談支援体制を組み､会議等を行い役割分担して計画相談をフオローし､短期間で一旦終結しているこ

とが多いです。

相談支援体制でいうと､計画相談支援事業所が地域に不足しており､サービスを利用開始するため

に一定の方はセルフプランになっており､今後もセルフプランは増加が見込まれる状況です(中央区

の3月のセルフプランの暫定数は大人103名､児童36名)｡｢計画相談支援事業所数の不足｣は

一つの地域の課題ととらえられます。

一方､長期間終結しないケースは､例えば､｢まったくサービスを使ってこなかったが､親の高齢化

(死亡)等でサービスのニーズが顕在化した｣､｢本人の困り感がなく､未受診(治療中断)で､時間をか

けて医療に繋げていく必要がある｣、｢刑務所出所後の地域移行･地域定着支援｣、｢障害があるかどう

かは分からないけれども支援が必要な方｣のご相談が多いです。

あんしんケアセンターまたは民生委員さんからは､「ご本人は支援を希望していないが､こちらから

見ると支援の必要性があると思える方｣のご相談が多くありました｡例えば､引きこもっていて､地域

で暮らしていく力がない方について､本人からの発信が乏しいため､関係機関や民生委員等から連絡

があり基幹相談に繋がったケースも多くありました。

いわゆる｢8050問題｣のご家庭については､例えば､「中流以上の家庭で経済的には困っていな

い｡本人は未治療･治療中断等であっても親御さんがかばってきた｡以前から社会的に孤立の状態で

あった｡(家族しかつながりがなかった｡)→親の高齢化や死亡で問題が顕在化したケース｣が多かっ

たです｡SOSも出せない状況で近隣の方から連

絡が来るケースもいくつかあり､近隣の方が気社会的孤立のきっかけ
付かなければ､命にもかかわる問題となると感

が
略

Ｆ
Ｌ

じました。

また緊急相談では､DVや虐待等で家にいら

れなくなったケース等がありました｡そういった

場合､一時的な居所が必要になります｡障害福

祉サービスをそもそも使っていない方やサービ

スにつながるまでに時間がかかる方の住まいの

場の必要性を感じております｡そういう方はお

金もないので､当法人の中のシェルター機能で

賄いましたが､今後､地域に必要な資源と感じ

ております。

吠
代

３
０

◎

ョー8050問題へ
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援センター事業報告セン年度中央区障害者基幹相談支度 中
今

令禾ロ2

1． 相談者について

相談者の実人数

2020年度相談者・児実人数（2020.10～2021 .3）

110120

100

80

60

40

20

0

（
6 55 ５4 2

＝ －一

2020.10月 2020.11月 2020,12月 2021.1月 2021.2月 2021 .3月

員（児）－実人員（者）－実人

利用者･児の実人数は､開始当初の58名から､半年後には115名と倍増している｡周知が図られて

きていることと､関係機関との連携の結果として相談が増えていることがあると考えられる。

毎月の新規相談は約40件であった。

相談者の障害別内訳

障害別内訳（2020.10～2021.3実人数）

その他 身ｨ秤轄,‘％（
症心身障害

1％

高次脳機能障害

0％

達障害

2％

発

知的r藩'?方一

～ 、

緒煎秤轄
汚％

障害別内訳をみると､精神障害が約半数を占めており､医療やサービスにつながりにくく地域社会で

生きづらさを抱えながら生活されている方が一定数いる実態が浮き彫りになった。

14
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晧’に．相談支援センター事業幸業相言章害者基幹基幹度中央区I央令和2年
一

性別･年齢別内訳

年齢別 〆10歳未満
4％

性別

･男性ロ女性・その他

そ,ｨ廼W/6 そ
３
の
醜

唄樫

L+5% 代、

％

〃
、

IHJ?/6

性別は､男女約半数ずつであった。

年齢別は､30歳代～50歳代までが4割であった｡｢その他｣38%については､1回限りの制度的
な内容等の相談で､個人情報を詳細に取らない場合も多いためである。

ｒ
路

15
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ター事業報告業害者基幹相談支援セン令和2年度中央中央区障

2． 支援内容について

支援方法別内訳

2020年度支援方法(2020.10～2021.3)

450
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0

ｏ
げ
に
０

"『
/チエ

ﾉｼﾉ

妙
”（ 〕2

18

99

2020.10月

■訪問■来所相談■同行■電話相談■電子メール ■個別支援会議■関係機関■その他

（←~1a 柊プﾃ7列鞍手 上→）
支援方法を見ると､訪問が月に70～80件代で推移している｡ご本人からの直接の訴えでない場合

もあるため､まず訪問し､状況を見て介入をすることも多くある｡また､同行による支援の20～30件

については病院への通院や行政八の付き添い支援DVや虐待等で逃げてきた方の生活を作るような

支援も多くあった。

関係機関との会議については､緊急事態宣言中でもZOOM等の対応により行ってきた｡計画相談支

援がついているケースであっても､支援困難と思われるケースについては､一緒に検討をするような機

会を設けてきた｡一方､電話による情報提供等で対応し終結するケースも一定数いた。

〔
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|令和2年度中央区障害者基幹相談支援ｾﾝﾀ中央令和2 一事業報告

支援内容別内訳

その他ロ■■■29

権利擁護に関する支援■■■25

社会参加・余暇活動に関する支援■■■■34

就労に関する支援ロ■■21

生活技術に関する支援’ ’ 137

家計・経済に関する支援■■■■32

家族関係・人間関係に関する支援 | | 105

保育・教育に関する支援Ⅱ■■■28

不安の解消・情緒安定に関する支援■12

健康・医療に関する支援 ’ ’ 76

障害や病状の理解に関する支援 ’ ’ 102

福祉サービスの利用等に関する支援■■14

0 20 40 60 80 100 120 140 160

4
画

支援内容別内訳をみると､｢生活技術｣が最も多く､｢家族関係･人間関係｣｢障害･病状｣と続く｡生きづ

らさやコミュニケーションの困難さ等の精神障害者が多く抱える課題が反映されていることがわかる。

また､将来的に障害福祉サービスにつなげる支援が必要なことが明らかな場合も多い｡そういった場合

は､通院を重ね､自立支援医療等の申請を行う等をした上で､障害福祉サービスの申請を行うこととな

った方が多かった｡サービスにつながると相談支援やサービス事業所につながり一旦終結となる｡障害

福祉サービスの利用開始まではかなりの時間がかかり､半年近くかかっている方もいた。

グ
匙
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口談支援センター事業報告センタ央区障害者墓幹相言和2年度中令和2年
ノ

支援開始時間帯別件数

2020年度支援開始時間帯（2020.10～2021 .3）

450
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0

一

3‘

△

〕／一型n

I的
ユ

3o一

ﾐ？ 坪

'《7
' '8o/卜ひ /外/『／5

〃7
〃も /27

今

ﾉ/ユ

（
Ⅵ

1

■■■ －9● 今

、ゆ ・癖 ．>， 、癖 ．ゆ ．癖 ．タ ．寮 ．>， ．霧 ．● ・察
念●念e念e念＆念ぐざ＆

■9～13時■13～17時■17～21時■21～1時■1～5時■5～9時

稗7,弓7の詠粂一丁二 上 一ぅ

支援開始時間帯別件数をみると､平日､土曜日の日中に大きなボリュームゾーンがある一方､17時

以降の夜間等の相談も一定数あることがわかる｡昼夜逆転の方や日中は仕事で電話できない方等の相

談機会を確保することの重要性があらためてわかった。

（
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ﾝター事業報告害者墓幹相談支援セロ2年度中央区障央
《
わ矛

支援経路別内訳

支援経路別

､を'1代7％

他事業所

21％

灘譲頻
1噌晃

医療機関

7％

警察

1％

《

11%

支援経路別をみると､本人､家族親類､行政機関､他事業所が各約20％であり､医療機関､学校､薑

察と続く｡この半年で警察ともつながりができ､相談経路の一つとなったことは､地域に役立てる一助
となっていると感じた｡また､本人がどこかで紹介を受けてきていることもあるが､そういった場合経

路不明となる現状がある。

〔
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ター事障害者墓幹相談支援センター事業報告令和2年度中央区

相談回数別相談者数

3月から相談している方がいるので相談回数が1回の人は若干多い。

相談回数別相談者数
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相談回数別相談者数
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15％21以上 不明

1 1‐20

14％
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3％
ｎ
Ｃ
Ｏ
″員〕

6

相談回数別をみると､5回までで終結に至るケースが半数以上である一方､10回以上でも終結に至

らないケースが一定数存在する｡医療未受診で受診につながるまで長くかかるケースや､障害福祉サー

ビスにつながるまでに時間を要する方も多かった｡刑務所出所者､サービスにつながりにくい方等につ

いて､伴走しながら支援を進めていく必要のある方々の存在が浮き彫りとなった。

数回で終わるような支援は短期間にお会いして､面談するようなことを重ねて終結になることが多

い｡主たるニーズが｢サービスを利用したい｣という場合であれば､アセスメントした上で計画相談支援
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幹相談支援センター事業報告度中央区障害者央 墓令和2年

事業所またはサービス事業所につないで終結となるケースが多い｡また支援困難ケースで重層的な支
援が必要な時期もあるが､支援方針を会議で固めて､役割分担を行うことができればその時点で終結
となるケースもあった。

長期に支援が必要なケースは､医療未受診の方の生活の調整､引きこもり､親御さんが高齢により支
援が出来なくなり､サービスに繋げる必要が出てくる等であった｡また､刑務所からの退所支援等が多
くあり､刑務所との往復や帰来先探し等で支援のボリュームとしては大きいと感じた。

●

《

0

〔
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害者墓幹相談支援ｾﾝﾀｰ事業報告 ’業業報告ンタ 5センター令和2年度中央区障

Ⅳ､自立支援協議会のまとめ

1．中央区自立支援協議会の構成

鑑葵推進事業
I

>’

（
|<乏旦型圭一＞｜

ノ

／
＝

〆

〆

～

（

’1

。 全市の自立支援協議会運営事務局会議の下に中央区の地域部会があります。
中央区の地域部会の下に､地域移行部会･災害対策部会･医療的ケア部会･8050部会の4つの作

業部会を設けました。

また､地域部会と並んで､相談支援事業所の意見交換会を行いました。

22
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千葉市自立支援協議会全体会

｜ 運営事務局会議(年6面） 1

医療的ケア児等部会

美浜区地域部会 緑区地域部会

花見川区地域部会若葉区地域部会稲毛区地域部会

…M鑓 齋暮瀞壷塁鋸フ"

中央区部会相談支援事業所
意見交換会

中央区
8050部会

中央区
医療的ケア部会

一議睦垂

中央区
地域移行部会

暑騨鍵謹篭蕊

蕊蕊

中央区

防災部会



援センター事業報
生
ロ害者基幹相談支度中央区障令和2年

2.各部会の詳細

医療的ケア部会

日程

行ったこと

10/21，11/13，12/9，1/21，2/18，3/1716:30～17:30

・医療的ケアの方の課題等について共有

・医療的ケアに関する事業所向け･学校向けアンケート／

・学校における医療的ケア児の抱える課題に関するアンケート／
､医療的ケア研修動画作成:新規事業所向け研修及びｽｷﾙｱｯプ研修

学校向けアンケートからは､送迎に関する家族の負担､障害を抱える方の

進路が限られている実態が見えてきた｡また卒後の進路に困っている。

引き受けてくれる事業所が無いという一方､事業所側のアンケートから

は､そういうニーズが無いという認識のずれが見えた｡こうした課題の解決

に向けた具体的方策を考えていきたい。

来年度､医療的ケアコーディネーターの方の参加を依頼したり、NICUの

方へのチラシ作りなどを行っていきたい。

次年度に向けて

《ゞ

8050部会
日程

行ったこと

10/21，11/13，12/9，1／21，2/18，3/1713:30～15:00

・あんしん､基幹相談支援センターが抱えている､対象領域を超える

困難ケースの共有

・地域にうもれているニーズを掘り起こすための広報啓発に関する検

討

アウトリーチ事例の共有･意見交換

アンケートの実施(あんしんケアセンターと連携):区内のケアマネジャ

ー対象に､8050問題と65歳問題(障害福祉サービスから介護サー

ビスへの移行)についての課題集約を行った。
（

8050問題は､各支援機関が対象とする領域を超える複雑な問題が絡ん

でおり､連携体制と地域への啓発が必要。

令和3年度は､中央区地域活性化事業と合わせて8050問題の啓発を

行う機会をつくる。

次年度に向けて
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業報告 ’告R令和2年度中央区障害者基幹相談支援センター事

災害対策部会(令和3年度より防災部会）
10/21，11/13，12/9，1/21，2/18，3/1715:00～16:30

．障害を持つ方の非常時避難方法についての議論

･福祉避難所設置の流れの確認とその問題点について検討。

･一昨年の台風被害の経験を踏まえ､呼吸器等非常時に電源が必要とな

る方の避難について､具体的に検討。

･当事者の協力を得て､個別防災計画のモニタリングを実施｡結果につい

て共有･意見交換を行った。

日程

行ったこと

、

福祉避難所への避難方法を含めた個別防災対策のモデルブラン作成を

目指し､地域活性化事業で地域住民の方を巻き込みながら行っていく。

次年度に向けて

〈

地域移行部会
日程

行ったこと

10/22，12/8，2/16，3/2

・地域移行･地域定着支援の勉強会

・医療観察法の勉強会

， 4区合同意見交換会と兼ねて､精神障害者にも対応した地域包括ケ

アの構築推進事業

・行動障害の勉強会稲毛区基幹相談と合同開催／

次年度に向けて いわゆる支援困難者の地域移行について社会資源を作るために支援

を広げていきたい。

〔

L
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口 援センター事業報告和2年度中央区障害者墓幹相談支援相言《
わ

意見交換会
10/14，11/12，12/8,1/15，2/16(4区合同)､3/19,(4区合同)､3/19 13:30～15:30

門家をお呼びし､情報共有と意見交換を
日程

行ったこと 各回にテーマを設け､必要に応じて專

行った。

第2回「依存症について知る」

講師:千葉ダルク(薬物依存)､船橋北病院(アルコール依存）
第3回「今さら聞けないモニタリング」

講師:いなしきハートフルセンター施設長横山基樹氏

第4回「社会資源について語り合おう」

第5回「精神障害のある方の疾患の理解､保健所との連携､当事者の思い」
講師鎌取メンタルクリニック西尾氏

千葉市精神保健福祉課鈴木氏

当事者ピアサポーター藤田氏

第6回「児童の相談支援のコツ」

講師:Bringupちば子ども発達センター小山恵美子氏

ザ

鋲
》

引き続き､区内相談支援事業所の意見を聞きながら適宜テーマを設け、次年度に向けて

情報共有と意見交換を行っていく。

地域部会

日程

行ったこと

10/28，12/23，2/2210:00～12:00

各作業部会の議事録を共有しながら意見交換を行った。

そして､地域の課題や対応の提案について運営事務局会議に諮った。

引き続き､地域課題の集約の場としての役割を担っていく。次年度に向けて

（）
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資料2(1)イ

令和2年度実績報告書（年次）
花見川区障害者基幹相鮫支援センター

【記載に係る留意事項】

※各項目ともに主要な運営実績を記載してください。

※地域部会､相談支援事業所意見交換会は､開催日をすべて記載してください。

※実績のない項目は､ 「実績なし｣と記載してください。

NO 項目 。 実施日・実施内容

1 従業員の勤務： 績 別紙1 「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」のとおり

２

F1

一般的・総合

業務時間外の§業務時間外の§緊

専門的な相談支援の実施

急時支援の内容緊急時支援の内容

別紙2 「一般的・総合的｡専門的な相談支援実績報告」のとおり

別紙3「業務時間外の緊急時支援実績報告」のとおり

3

地域の相談

支援体制の
強化の取組

地域の相談支援事業者に対する訪問等
による専門的な指導、助言

地域の相談支援事業者の人材育成の支
援(研修会の企画・運営、 日常的な事
例検討会の開催、サービス等利用計画
の点検・評価等）

地域の相談機関（相談支援事業者、身
体障害者相談員､知的障害者相談員、
民生委員､高齢者､児童、保健･医
療、教育・就労等に関する各種の相談
機関等） との連携強化の取組（連携会
識の開催等）

学校や企業等に赴き、各種愉報の収
集･提供や事前相談･助言

地域の相談支援事業者が実施したﾓﾆ
ﾀﾘﾝグ結果及び地域においてｾﾙﾌ
プランにより支給決定されている事例
の検証

あんしんケアセンター､相鮫事業者からの相談への助言等と連携し、各種相鮫に対応
群細は、月次報告書のとおり

区内特定相談支援事業所ｱﾝｹｰﾄ朋査で相談員の受注状況把握と不足解消策提言。
同様に､相談員の業務見直しに向けた調査と意見交換会実施。
群細は、月次報告客のとおり

・千葉大学病院･千葉東病院CW,区健康課･高齢障害支援課、障害者相談センター、児童相設
所､療育センター､干葉ﾘﾊピﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ､あんしんケア、生活自立仕事相談ｾﾝ
ター､居宅介謹支援事業所と協愚・連捜して対応;出産を控えた障害者夫婦の支援､難病・80-50
家庭、障害者独居など。

･干葉市ひきこもり支援ｾﾝﾀｰとひきこもり支援の講義と協織〔1/6〕
･区内特定相談支援事業所ｱﾝｹｰﾄ醐査実施
※詳細は、月次報告書のとおり

障害者雇用・就職支援を行う企業での支援対応協謡
スクールソーシャルワーカー、進路担当コーディネーターとの協儀。

･相談事業所と協騒
※詳細は、月次報告害のとおり

4

地域移行・
地域定着の
促進の取組

障害者支援施設や精神科病院等への地
域移行に向けた普及啓発

地域生活を支えるための体制整備に係
るｺーディネート

千葉市精神障害にも対Ⅲ
干葉市精神保健福祉地土
地域移行支援（退院促i
群細は、月次報告言のi

し
移
ｊ
お

千葉県精神科医療センター
UR団地管理事務所・地域住
詳細は、月次報告書のとお

地域包括ケアｼｽﾃﾑ構築推推蓮携会鑑〔11/12, 12/24,2/19〕
支援セミナー〔10/22〕
ミナー[1/30]

F葉病院SWとの協溌
対応

5

地域自立支
援 協議会の
運営

各区地域部会､相談支援事業所意見交
換会等の運営

花見川区相談支援事業所意見交換会: 10/23, 11/27, 12/15 (1 ,2,3月次は【書面開催】 ）
花見川区地域部会:／, 10/29, 12/16 (2月次は【書面開催】 )
白寸古援協騒会運営事務局会議(1月次は【書面開催】 ）
成年後見制度推進の研修： 〔2/25〕
群細は、月次報告書のとおり

6
権利擁護・
虐待の防止

成年後見制度の利用につなげるために

必要な相談その他の支援

障害者等に対する虐待を防止するため
の取組

成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークの構築に向けた専門鯛査会〔12/16〕
はじめての成年後見謂座〔2/25〕
詳細は、月次報告密のとおり

親族からの虐待を受け区高齢障害支援課が保證の案件について、身柄保證・GH入居に繋げる。
10/6～11/17]

所内研修;県障害者虐待防止研修を題材に実施。 [2/20]
詳細は、月次報告書のとおり

７ 障害者相談支援に関する各種愉報の収集､集約、発
ｲ壹
1口

社協研修[O. 10/7家族支援②. 10/14面接技術〕
干葉リハ・高次脳機能障害地域支援者向Iﾅ研修[10/14]
干葉市在宅医療介護連携支援ｾﾝﾀ-[10/19]
千葉市終末期ケア識演会〔11/14〕
白寸古援協瀞令揮営事務局会議〔11/19〕
中央区地域移行部会『医療観察法を学ぶ』 〔12/8〕
4区(中央､美浜､緑､若葉)合同意見交換会出席〔2/16〕
運営適正化委員会福祉サービス苦情解決研修会[11/16, 12/18, 1/18,2/20]
千葉市障害者福祉ｾﾝﾀｰ・住宅改修勉強会〔1/19〕
詳細は、月次報告書のとおり

8 地域生活支援拠点との連携
【

』 紙4「地域生活支援拠点との連携状況報告」のとおり

９ 公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返り
・開設前は、どのような相談が来るかと身構えていた｡想定していた精神の方の電話相談のよう
なもの以外にも､地域で福祉サービスに結び付かない案件やサービスを知らない方たちに出会
い､新たな世界と役割とを発見した. (詳細別記;R2年度事業報告・花見川区基幹)

10 公募時の提案書の内容を踏まえた次期取り組み

.様々な障害・雛病や引きこもりを含む各種ﾆｰスに対応する相談窓口として、ネットワークを
通じて適切に応じ､困難事例にも対応に努める。
・不足する計画相骸支援相談員に､必要とする情報の伝達・共有等、様々な支援を適切に行うよ
う努め､相鮫支援事業所の後方支援に努めたい｡ (詳細別記; (R3)花見川区障害者基幹相談支
援センター事業計画（書） ）



花見川区障害者基幹相談支援センター令和2年度事業報告

管理者近藤秀登

【令和2年10月障害者基幹相談支援センター開設以前について】

5月、千葉市の公募発表から2回の害杳喜経て受諾が決定Lﾉて以降、予算・人員の

獲得・設備面のユニバーサル化（スロープ・出入口開口部の拡大・トイレ拡大等）等

を、市から提示の日程に沿って準備を進めた。

職員は4名を専任(事務員を含む)とし､ ’名を特定相談と兼務で配置､これら矛
定職員は、各自の所属のまま、個別作業、クループ作業等、内容と段階に応じて仕事

を調整して業務に当り、隔週ペースでミーティングを実施し準備を整えた。

千葉市から提示されたスケジュールに基づいて、居住市内区間移管ケースのデータ

作成、ケース面談を開始した。畑通勤寮で行っていた委諦目談支援ケースの障害者基

幹相談支援センターへの移管について、その一部（金銭管理）を市担当者との間で暫

宇措置として現状維持が認められた－万で、公的・妥当性のある制度への早急な移管

力窪ましいことも同時に示され、数年の間に成年後見制度への移行を促すことになっ

た｡その成年後見制度に関しては､社協出前講座（｢成年後見制度の概略と日常生活自

立支援事業について刑|参会｣）を設けたほか、成年後見人税理士/社会福祉士事務所訪

問い制度理解に努めた。

その他自行壷援協議会（相談支援事業所意見交換会；毎月,地域部会；偶数月）の

主宰定期開催力1章害者基幹相談支援センターの業務とじて躯われている関係から、既

存の花見川・稲聿灰相談事業所意見交換会・自立支援協議会運営事務局会議に出席、

運営の事前学習を行った。

千葉市精神保健福祉課から、 『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推

進連携会議』への参加要請があり、これまで弱かった精神障害者との接点と精神障害

への施策について事前に学IS機会を得た。

【千葉市との契約について】

業務開始にあたり､千葉市と委託/受託に関する誓約書取り交わu関係法令に則り、

品質等の確保に万全を期し誠実に履行する旨、誓約書を提出した。個人情報の取り扱

いに、管理責任者撰仔、個人情報保護法・個人情報取扱特記事項遵守とともに、個人

情報管理に関する職場研彦を実施し、協約による遵守事項とした。

活動状況は、毎月10日までに千葉市に状況報告をLﾉている｡-(月次実續報告；①

勤務体制及び勤務形態。②相談支援実績。⑧業務時間外緊急時支援実績。④拠点との

連携ほか〕

障害者基幹相談支援センター設置の情報は、市政だより・市ホームページ掲載等市

の広報に加え、各区保健福祉センターほか関係機関に周知、あんしんケアセンター管

理者会議でも紹介された。
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【令和2年10月障害者基幹相談支援センター開設】

10月になり、障害者基幹相談支援センター関所となった。掲示開始期限のあった

言板の取り付け・24時間対応体制に基づく電話転送を開始。

花見川区相談支援事業所意見交換会と花見川弛灰白寸支援協議会地区部会、ともに

初回を執り行った。

【陣＝者墓幹相談支援センター開始以降の月別相調頃向について】

10月開設当初は、これまで福祉サービスに繋がっていなかった地域住民が告知等

を見て相談を寄せた。また、行政および他機関（区・病院・スクールソーシャルワー

カー等）からの相談、および児童や転入者から特定相談事業所・相談員確保の相談が

多かった。

11月は精神障害の当事者からの相談8950問題（高齢者の親と障害者の子家

庭）の相談に加えて、引きこもりと言われるケースの当事者・家族から、現状と将来

に対する不安を抱いた相談が連続Lﾉてあった。徐々に周知が届いたのか、精神障害者

と周囲の人たちに障害者墓幹相談支援センターの認知が高まっていること力W可えた。

12月は精神障害の当事者からの相言蹄隆続、難病と80-50問題（高齢者の親と障

害・難病の子家庭）が複合した相談が続いた。段々と専門的になる相談内容に、各々

の分野で先行する相談先(引きこもり相談センター,生活白立･仕事相談センター難病

相談センター等）に相談、支援者支援を受けながらの相談対応となった。

1月は新規相談者がさらに増えた。結神障害の当事者・罰芙、そしﾉて居住する地域

住民や団地管理者等からの訴えもあり、相談の幅も深度も増した。行政および他機関

につなぎ連携して対応に努めた(花見川区健康課･高齢障害支援課･ﾈ十会檮謹課等、

あんしんケアセンター、花見ﾉ | |区社会福祉協議会、民生委員等)。

2月は難病と80-50問題（高齢者と障害者の子家庭）の複合した相談で入院にも

関わり、精神病院からの退院後・地域生活の開始への昔地点を探すという依頼（千葉

市精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進蓮携会議扱いケースとして

千葉市精神保健福祉課から）があった。また、既に地域で暮らしている力X家貴読囚

や人間関係から地域生活がままならず、瀬戸際にいる当事者を福祉サービスにつなげ

る支援をゼロからスタートしたケース（前記とは逆に、このケースは当方から地域包

括ケアシステム構築群准律携会議に扱いを相談した）もあった。

3月もこうした事例への継続した関わりが続いているカミその対応の拠り所として

千葉市精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進連携会議にも加わって

いる。精神科ではないものの、難病や引きこもりで障害福祉サービスにつなぐための

受診や診断（障害手帳取得や支援区分申請）もままならない当事者への同行も状況に

応じ対応している。

ハ
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【相談に関する対応について】

障害者基幹相談支援センターに寄せられる相談の多くは、これまで1鋤少に保ってい

た家族間のバランスカ顎の逝去や病状の悪化等、何らかの要因で崩れ家庭内では収ま

らず(それ以前に必要はあったものの水面下に沈んでいた可能性も含め)､支援が顕在

化したともいえる。また、学校卒業時に就労、或いは入・通所等福祉サービス利用に

繋がらないと、そのまま家庭に引きこもり、ネ十会2－の繋がり力噺たれてしまう傾向に

あることも分かって来た。80-50問題は高齢化で顕在化することが多い域世代を

跨ぎその課題を内包していると考えられる。

他区障害者基幹相談支援センターと協議すると、こうしたものは－家庭の課題に留

まらず、いずれの区にも同様の事例があることが判った。障害者基幹相談支援センタ

ーが市内各区に置かれ地域の福祉的課題やニーズを把握することになったが、いず

れも一朝一夕に解決はされないものの、支援会議で協議し方向性が見出されることも

多く、ネットワークの必要と重要性を痛感している。

【糖神障害者の地域生活について】

精神科治療が入院中心から地域生活の方向へ変化し、 “精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム構築推進事業”が推進され、千葉市では当事者の生活を中心に、周

囲に医療、障害福祉・介護、地域の助け合いや教育、社会参加、就労、様々な相談窓

□を活用して支えあい、生活して行く支援体制を構築しようと実行隊が結成され活動

するという全国的にも画期的な取り組みがなされている。

当方としてはこれまで閨り力簿く、実績も少なかった精神保健医療および精神障害

者関連へのアプローチ強化のため、千葉市精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム構築群准津携会議および付随する分科会・刑l参に参加しながら学んでいる状況であ

る。

特に精神障害者の地域移行に関しては、入院している（過去に入院歴のある病院も

含む）病院の地域移行支援津携室（アウトリーチセンター等）との|胄報共有・連携・

協力が欠かせない要素となっており、精神科病院への訪問・連絡加曽えている。

連続する相談事例を通して、精神障害者の地域生活に退院後の医療との連携は必須

であり、地域のクリニックへの引き継ぎや訪問言謨の導入等はもちろんのこと、医療

に軸足を置いたコーデネーターの存在が不可欠であると感じへ千葉市精神障害者にも

対応した地域包括ケアシステム構築権准連携会議でも訴えているところである。

【業務時間外の緊急時支援実濤R告について】

24時間対応体制に基づく電話転送を実施、相談には精神障害の当事者・罰笑、地

域住民等からの訴えもあるが精神科措置入院への同行案件も業務と数えられている

ものの、当センターでは未発である。他障害者基幹相談支援センターでは発生してお

り、今後の可能性は否定できない。
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【成年後見制度利用促進に関して】

成年後見制度利用促進に関し、各種研彦等への参加で知識を得るよう努めた。

畑通勤寮で行っていた委託相談支援ケースの一部金銭管理について、暫定措置とし

て現状維持力認められた一方で、公的・妥当性のある制度として成年後見制度への早

急な移管力窪ましいこと、それらを当事者に働きかけて行かなくてはならないことは

常に念頭にはあるが、当事者は漸く連絡先を通勤寮から陣＝者墓幹相談支援センター

へと変えることを覚え、生活費等の授受も全て障害者基幹相談支援センターを経由し

て通勤寮に依頼するというシステムに慣れつつある段階で、一気に成年後見人へと委

ねるのは厳しい状況である。また、一般に対しても個別の案件・事案に制度利用を勧

めてはいるものの､保護者が高齢の場合等は家庭に第三者の入ることへの抵抗からか、

制度の導入はなかなか進んでいないの力漢情である。

【陣＝者墓幹相談支援センター職員の変更協議〔異動〕と在宅勤務について】

当センターでは、職員に産前産後休暇取得の必要が生じた。通知に従い、配置職員

の勤務および職員変更を千葉市に届け出、承認を得た。代替職員は資格を有し、男女

比（同性対応を希望する保護者・当事者の女性も少なからずいる）から、女性西日置喜

法人に求め、欠けることなく確保した。

【新型コロナウィルス蔓延下における障害者基幹相談支援センターの業務について】

障害者基幹相談支援センター相談支援センターの業務は対面・訪問もあるぴ電話

も単に相談では終わらず、内容に応じ行政や他機関、病院等につなぐ必要がある。職

員（相談員）ひとりで完結できるものではなく、他スタッフと情報共有や複数電話回

線による連絡･送受信等が並行し行われている｡在宅･リモートでの業務遂行は困難、

或いは出勤する以上に多忙になると考えられる。市に相談・協議の上、感染予防に万

全を期したうえで通常業務を継続することとした。開催の会議は書面開催とした。

職員の日々の検温実施や記録化等の基本は共通する力i直接処遇を前提とした法人

の求めるものとは若干異なる想定で、コロナ禍における業務維持に努めた。

【地域生活支援拠点等との連携について】

干葉市において今年度3ヶ所の地域生活支援拠点等事業受託事業所力竪備された。

I章害者の菫度化・高齢化・｢親亡き後」を見据え、相談、緊急時受入れ・対応、体験の

機会・場、専門的人材の確保・壹成、地域の体制づくりをする、となっている。

これまで、当センターから2件の緊急案件について､地域生活支援拠点等の利用を

打診した畝いずれも未利用に終わっている。

3月に、地域生活支援拠点等3拠点代表者が当センターに来所し意見交換を行い、

それぞれの事情について忌'陣ない意見交換を行った。今後も地域課題について、共通

認識をもって適切に役割分担を行い､連携が円滑となるよう協議の必要を感じている。
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【地域の相談事業所との関係について・相談事業所意見交換会について】

規定に則り、花見川区相談事業所意見交換会を毎月実施した。新型コロナウィルス

緊急事熊官言以降は書面開催で実施した。

障害者基幹相談支援センター加台まって以降新規の計画相談事業所を探している

という問い合わせが多い一方で、事業所P相談員がそれに応えるほど増えず、どこも

手一杯な状況であることがわかった。

保護者も支援者も1件ずつ連絡を取り、確認しなければならない状況であり、利用

者ぶ『相談事業所をいろいろと探したがどこも引き受けてくれなかった』と話すなか

で、福祉サービスを利用する上でどうしても相談事業所が見つからなければセルフプ

ランという方法もあるぴ適切なサービスにつなげるには相談員がついて計画存荒て

るのが本来の流れであると考え、可能な限り相談員に結び付けるように心がけるよう

にした。

相談員の少なさや増えないことをただ嘆いていても仕方なく、どうしたら相談員に

結び付けられるかを考え､先ず相談事業所および相談員のもつケース実讃巴握のため、

区内特定相談支援事業所にアンケート調査を実施した｡各相談事業所の直近3ケ月の

受け入れ予定を障害者基幹相談支援センターが把握する中で、適正も加味しつつ依頼

することで、相談員を希望するケースには短期間で紹介が可能になりつつある。

また、相談員が本来の業務に専念できる環境を整えることも、相談員の業務軽減と

効率化につながると考えた。各相談事業所からも相談業務の本来の流れと相談員・依

頼者である保護者等が本来はすべきこと力湘談員に丸投げされてはいないか?等の疑

問が投げかけられたことで、申請からサービス支給までの流れと関りについて、改め

て学習の機会を設け、依頼者にも説明出来るよう相談員の知見を高めると共に、出来

るだけ近くのケースを把当することでの業務の効率化を図る等工夫を促した。

こうした取り組みを通じて、区内相談支援事業所間の情報共有・共通理昂と研修等

を通じての底上げを図った。

【地域部会について】

規定に則り、花見川区地域部会を隔月で実施した。新型コロナウィルス緊急事態宣

言以降は書面開催で実施した。

地域の抱える福祉的課題を知り、幅広い地域の福祉に携わる人たちや社会資源を結

び付けるため、地域の事例を研究材料として検討を重ねた。

『精神科退院後の地域移行先確保と医療との連携について』、 『難病の方の地域生活

と医療・福祉との連携について』、 『引きこもりの方の地域牛活と医療・福祉との連携

について』､『相談員不足に関し､ケアマネの活用事例』等について継続的に対応した。

地域生活支援拠点等についての検討・学習会も実施している。
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【最後に】

以上が委託受託から今日に至るまで令和2年度（令和2年10月1日～令和3年

3月31日）を振り返ってみたところである。

これらひとつひとつに、相談員（事務員を含むすべての障害者基幹相談支援センタ

ースタッフ）は日々、フットワークよく頁蟄に対応し取り組んで来た。他区障害者墓

幹相談支援センターに比べて多い数字ではない力（個々の相談に丁寧な対応と出来る

ことは可能な限り取り組み、困難なことはその旨に理卑が得られるよう努めて来た。

個々の相談への対応も然りだぶ障害者基幹相談支援センターとしては特定相談支

援事業所相談員との関係において、連携と後方からの支援者支援として、各々の立ち

位置の見極めに苦労したところである。当事者にとっては、支援の舵取りをする特定

相談相談員と支援機関・事業者、そして地域の広範囲な視点から支援者支援を行う陣

＝者墓幹相談支援センターがあり、連携がとられていることが重要である。このバラ

ンスを崩さないよう、調整と各々の立ち位置を踏まえ、お互いを乗り越えない自戒が

必要と考える。

障害者基幹相談支援センター業務に就いて改めて、福祉サービスに繋がっていない

当事者および家族が、これほど多くいたのかと気づいた一方で、こと力顕在化してか

らは家族の側に、 『早く使いたい・使わないといけない』、という焦りが感じられ、本

人の意向・意思を無視・未考慮で進めてしまう傾向のあることを感じ、権利擁護・意

思決定支援の点からも懸念じているところである。

福祉サービスと同様に制度も、使えるものは何でも、という糖神で何とか対応して

いるところであるが地域牛活拠点等、障害者基幹相談支援センターと同様に始まっ

たばかりの制度で、実際の運用面で制度設計の予定通りに目的がかなうのか注視し改

善して行かなければならないものもあると感じる。

これまで我々が立っていた福祉サービス事業者としては、サービス利用に意思をも

って臨む当事者・家族を対象として来た。障害者基幹相談支援センターは、家族・本

人も障害や病気の実態や制度等を知らないなかで、福祉サービス利用へとつなげるた

めに理阜を求める役割も担っている。

障害福祉のみならず、医療・介護・教育・保育等様々な分野と連携した包括的な支

援体制の調整を担うのが障害者基幹相談支援センターであると考え、菫匡的支援体制

の整備が求められる中、ソーシャルワークの最前線に立つ障害者基幹相談支援センタ

ーは、福祉サービス事業者とは異なる、新たな視点で地域社会を見る目力必要である

と感じている。
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資料Z_(リウ

令和2年度実績報告書（年次）1

令和2年度実績報告書（年次）
稲毛区障害者基幹相談支援センター

実施日・実施内容項目NC

別紙1 「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」のとおり従業員の勤務実績1

別紙2 「一般的・総合的・専門的な相談支援実績報告」のとおり一般的・総合的・専門的な相談支援の実施
2

業務時間外の緊急時支援の内容 別紙3 「業務時間外の緊急時支援実績報告」のとおり

・地域の相談支援事業所やあんしんケアセンター等に対して、支援方

法の助言や事業所等の情報提供を行った。

※詳細は、 6－業務実施状況のとおり

地域の相談支援事業者に対する訪

問等による専門的な指導、助言

地域の相談支援事業者の人材育成

の支援（研修会の企画・運営、 日

常的な事例検討会の開催、サービ

ス等利用計画の点検・評価等）

3/2行動障害の方への支援に閨する研修を実施した。
※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

・特別支援教育コーディネーター連絡協議会に参加し、意見交換を
行った。

。キャリアセンター主催の意見交換会に参加し、事例報告や意見交換

を行った。

・地域生活支援拠点事業(3事業所)と意見交換会を実施した。

・千草台地区地域ケア会議に参加し、地域の方々との意見交換を行っ
た。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

地域の相談機関（相談支援事業

者、身体障害者相談員、知的障害

者相談員、民生委員、高齢者、児

童、保健・医療、教育・就労等に
関する各種の相談機関等） との連

携強化の取組（連携会議の開催
等）

(． 地域の相談

支援体制の

強化の取組

3

特別支援学校進路担当者と就労支援機関の会議に参加し、意見交換を
実施した。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

学校や企業等に赴き、各種情報の

収集・提供や事前相談・助言

地域の相談支援事業所から個別の支援に関する助言(モニタリング結

果に対する支援方法等)を行ったが、セルフプランを利用されている
方への支援については実施できていない。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

地域の相談支援事業者が実施した

モニタリング結果及び地域におい

てセルフプランにより支給決定さ

れている事例の検証

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業連携会議

(すすめ隊)に参加し、意見交換を実施した。

※詳細は、 6‘業務実施状況のとおり

障害者支援施設や精神科病院等へ
の地域移行に向けた普及啓発

地域移行・

地域定着の

促進の取組

4

府中刑務所に出向き、出所後のグループホームでの生活に向けた支援

方法について意見交換を実施した。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

地域生活を支えるための体制整備

に係るコーディネート

・地域部会実施日： 10／13， 12／11，

．相談支援事業所意見交換会： 10/5，

旬、 3月中旬

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

2／16

11/17， 12/16， 1月中旬、 2月中
地域自立支

援協議会の

運営

各区地域部会、相談支援事業所意

見交換会等の運営（ 5

へ

成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク協議会に参加し、

意見交換を行った。

※詳細は、 6－業務実施状況のとおり

成年後見制度の利用につなげるた
めに必要な相談その他の支援

権利擁護・

虐待の防止
6

障害者虐待の可能性のあるケースについて、児童相談所、高齢障害支
援課を含む関係者会議に参加し、事案への対応を行った。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

障害者等に対する虐待を防止する

ための取組

・稲毛区内の相談支援事業所に対し、地域の事業所情報や研修会の案

内等をメールの配信を行った。

．あやめ台団地生活支援アドバイザーと団地内に住む障害のある方の

生活実態についての情報収集を行った。

※詳細は、 6.業務実施状況のとおり

障害者相談支援に関する各種情報の収集、集

約、発信
７

別紙4 「地域生活支援拠点との連携状況報告」のとおり地域生活支援拠点との連携8

公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返
り

7． 公募時の提案書の のとおり9

公募時の提案書の内容を踏まえた次期取り組み 8． 公募時の提案書の内容を踏まえた次期取り組丑のとおり10

【記載に係る留意事項】

※各項目ともに主要な運営実績を記載してください。

※地域部会、相談支援事業所意見交換会は、開催日をすべて記載してください。

※実績のない項目は、 「実績なし」と記載してください。
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2．稲毛区の概要

(単位：人）＜手帳保有者数＞
二I

小 5T精神障害者知的障害者身体障害者
最醒嘉…I 癖 ｜…

i§最未満’ 18歳以上' 18歳未満' 18歳以上''18歳未満’ 18歳以上

1,440178073684,78298

7，5121,4571，1754,880

(単位：人）＜支給決定者数＞

1，5431，543

障害児通所支援給付等

支給決定者数
《小計障害福祉サービス(者・児）

5371，006
I D』 ’

(単位：所）＜相談支援事業所数＞
… …率雲

障害児相談支援事業所

(特定相談支援事業と兼務）

罐 二1

小 旨丁特定相談支援事業所数

11(17）(6)11

※令和2年3月31日現在

3．人員体制

(単位：人）
C

J
’

事務職員専門職員職員・資格加算等

零夢宝雲唖 饒蕊蒲譲顛 ’ 毒慧 露 ’ 垂達

4 1人員数

国家資格(社会福祉士） 0３
－
１
－
１
－
３

ノノ （精神保健福祉士）

〃 （保育士）

相談支援従事者初任者研修修了者

相談支援従事者現任者研修修了者

主任相談支援専門員

医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者

０

０

１

０

０

３
－
０
－
０
－
３

０
－
０強度行動障害支援者養成研修修了者

※令和3年3月31日現在
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4．一般的・総合的・専門的な相談支援実績報告

【期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日】

(単位：人）＜相談支援を利用している障害者等の人数＞

高次脳機

能障害

重症心身

障害
実人員知的障害 その他身体障害 発達障害精神障害

障害者 19580 11 4 83 7019

障害児
ワ
イ 0 0 200 13 00

計 18 8 21583 80 419 3

その他

4％（ 身体障害

10％

高次脳機能障害

2％
重症心身障害

1％
ロ身体障害

口重症心身障害

・知的障害

■糖神障害

■発達障害

・高次脳機能障害

■その他

発達障害

6％

知的障害

36％
精神障害

41％

(単位：件）＜支援方法＞

個別支援

会議
計電話相談 関係機関来所相談 電子メール その他訪問 同行

（
78件数 21416 286 0137 83 53

訪問

13％

関偶

2
ﾛ訪問

■来所相談

･同行

■電話相談

ﾛ電子メール

ﾛ個別支援会議

ロ関係機関

□その他

そ所相談

8％

個別支援会議

2％

同行

5％

電子ﾒー

7％

電話相談

39％
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(単位：件）＜支援内容＞

保育・教

育に関す

る支援

家族関

係・人間

関係に関

する支援

家計・経

済に関す

る支援

生活技術

に関する

支援

就労に関

する支援
障害や病

状の理解

に関する

支援

健康・医

療に関す

る支援

不安の解

消・情緒

安定に関

する支援

福祉サー

ビスの利

用等に関

する支援

件数 277 253 216 143256 393 14169492

（再掲）

ビアｶｳﾝｾﾗｰ
00 00 00 00 0

（

■福祉サービスの利用等に関

する支援

轡障害や病状の理解に関する

支援

就労に関する支援

6％

福祉サービスの利用等

に関す~る支援

22％

生活技術に関する支援

10％

■健康・医療に関する支援

家計・経済に関する支援

11％
ﾛ不安の解消・情緒安定に関

する支援
障害や病状の理

する支援

8％

状の理解に関

a保育・教育に関する支援
家族関係・人間関係に

関する支援

12％

（｜
｜
I

■家族関係・人間関係に関す

る支援康・医療に関する支援

12％保育・教育に関する支援

1％

~ン

■家計・経済に関する支援

不安の解消・情緒安定

に関する支援

18％
画生活技術に関する支援

■就労に関する支援

6／15

甲

件数

(再掲）

ビアｶｳﾝｾﾗｰ

社会参

加・余暇

活動に関

する支援

47

0

権利擁護

に関する

支援

25

0

その他

38

0

計

2，323

0



(単位：件）＜支援開始時間帯＞

17～21時’ 21～1時’ 1～5時’ 5～9時9～13時’ 13～17時

開所日(月～土）

閉所日(日祝）

0 1098 2501458

0 0 1004

計 0 1198 2501462

開所日 （月～土） 閉所日 （日祝）

5～9時17～21時
５

9

■9～13時

口13～17時

B17～21時

■21～1時

ロ1～5時

ロ5～9時

9～13時

13～17時

17～21時

21～1時

1～5時

5～9時

■
■
■
■
■
■

（

時 13時

43％ 80％47％

(単位：件）

※開所日の9～17時

※上記以外の時間帯

（

開所時間外

119イ

■開所時間内

ロ開所時間外

開所時間内

89％

7／15

開所時間内

開所時間外

計

959

115

1，074



ノ

＜地域生活支援拠点との連携と緊急時対応＞ （単位：件）

’

4

■拠点との連携

■緊急時対応

2

‘
q
ロ

0 0

障害児障害者

5．業務内容

《理念》

すべての障害者が、 自らの特性に合わせて、 自らの選択により、より良い生活を求める努

力ができ、障害のある人もない人も共に活動することで相互の理解を深め、より支援が必要

な方に手が差し伸べられる共生社会の構築を目指す。

《主な業務内容》

(1)総合的・専門的な相談支援の実施

(2)地域の相談支援体制の強化の取り組み

(3)地域移行・地域定着の促進の取り組み

(4)地域自立支援協議会の運営

(5)権利擁護・虐待の防止

(6)障害者相談支援に関する情報発信の取り組み

(7)職員の資質向上のための研修計画

(8)地域生活支援拠点との連携

（
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障害者

障害児
二1

百丁

拠点との連携

4

0

4

緊急時対応

2

0

2



１１

｜
開
續
翻
ゞ

（

。■

（ ①地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導､助言
「｜
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（1）総合的・専門的な相毯支援の実施

障害種別を問わないワンストップの総合相談窓口として、半年で約2,100件の相談件数

と、実人数約200人の相談に対応してきた。

障害種別の割合は、精神障害が40％、知的障害が36％、身体障害が10％、発達障害

が6％、その他が8％となっており、これまでの委託相談の実績と比べ、知的障害の割合が

減り、精神障害の割合が増加している。

相談形態の割合は、ご本人やご家族からの電話相談が一番多く40％を占め、次いで関係

機関からの相談が26％、ご本人への訪問や来所相談が19％、メール相談が7％、その他
〆

が8％となっている。

相談内容の割合は、サービス利用に関する相談が21％で最も多く、次いで不安の解消が

18％、家族関係・人間関係に関する相談が12％となっている。基幹相談がスタートして

稲毛保健福祉センター高齢障害支援課の窓口から紹介された特定相談支援事業所を探して

いるという相談が非常に多くなっていることからサービス利用に関する相談が最も多く

なっていると思われる。

（2） 地域の相談支援体制の強化の取り組み

｜ 業務内容
1

2

3

4

5

6

〔
』

8

1浬

9

10

11

あんしんケア小中台に若年性認知の方で障害サービスを受けられるための方法についての助言
＝＝ 冠勺巨 … 出晶詑垂尭&…

他の基幹センターへ不動産に関する支援についての助言

相談支援事業所並木道に身体障害者の移動支援利用についての助言

れんげ希望相談室のケースの児童発達支援事業所探しの介入
－

並木道より介護保険に関わる支援の助言
T ＝ ‐ ・ーーー

…爵＝g 鐸

あんしんケア小仲台に障害年金の申請方法に関する助言

介護保険事業所に障害のサービスの情報提供および助言

他市の相談支援事業所に対し、千葉市内のグループホームについて情報提供

いちご相談支援事業所にケースに関するサービス等についての助言

地域の特定相談支援事業所より困難ケースの相談。支援方法や事業所情報等の助言
$… ＝

就労継続B型事業所より、困難ケースに対する計画相談支援事業所の対応についての助言



②地域0

③地域の相談機関との遅 亜イヒの印

④学校や企業等にズ 罫種'盾報のⅡ又集
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一

12 相談支援事業所並木道より、困難ケースの相談。関係機関との連携などの支援方法を助言

13 アセプトハートのケースについて助言 、

14 介護保険併給の方のケアマネに、地域資源と支援方針についての助言

５ 'いちご相談支援事業所のケースについて助言および、支援に関する指導

ハ

、' 今月で家を退去しなければいけない方の事例に対する助言

７ 強度行動障害の児童の事例に対する助言

8 引きこもりの事例に対する助言

9 児菫家庭文瑳セングーにl潭吉牛壷中雨ベノ同刀向有.霞(〃中頭、 J/r･=(/ﾉ早吉掴t［ツー巳ハい--ノv, LUﾉ1目干Ⅸ1疋吟

業務内容

1 行動障害の方への支援に関する研修企画(中央区基車 引談支援センターと合同開催）

業務内容

1

2

稲毛保健福祉センター各課に基幹相談支援センターの開設と情報提供

稲毛区内のあんしんケアセンター6事業所を訪問し、基幹相談支援センター開設の挨拶と情報提供

３ 特別支援教育コーディネーター連絡協議会参加

4 千草台地区地域ケア会議に参加

5 成田市特定相談支援事業所との連携会議(千葉市の基幹相談支援体制等の情報提供等）

６ キャリアセンターの地域意見交換会に参加、事例報告

8 就労支援機関および支援学校進路担当との意見交換会

9 行動障害の方の支援を考える研修会の企画検喬 会議

10 障害者就業‘生活支援センター(松戸)と退職後の支援についての情報交換 （

２

３

4

5

16

地域生活支援拠点． 手業所との情 掴交換

社協稲毛区事務所と次年度に向けた情報交換‘

稲毛区ケアマネ会議参加

URコミュニティ千葉住まいセンターウェルフェア事業課(生活支援アドバイザー等)との情報交換

ひきこもりの児童の対応、利用できる可能性がある機関について、児童家庭支援センターふたば、ライ

ドハウスちぱと情報交換

業務内容

1 就労先に電話で本人への接し方、障害特性についての助言

2 市立養護学校にて地域課題の共有とそれに対する対策方法の検討(学校アンケート等）

３ 県外の特別支援学校から県立千3 号特別支援学校への転校を考えているとのご相談。千葉市教育委員会と



⑤地域0 67K-H何柾

零個|の椎より文ボ首捗

〈

（3） 地域移行・地域定着の促進の取り組み

地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート②

ノ
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県立千葉特別支援学校へ手続き等の情報共有

4 千葉市教育委員会のスクールソーシャルワーカーに対し、基幹相談支援センターで行える支援内容、一

般的な障害福祉サービスの種類、利用に向けての流れなど情報提供

5 千葉市養護教育センターより研修講師依頼(企画内容の打ち合わせ）

6 スクールソーシャルワーカーより障害福祉サービス利用についての相談

7 児童家庭支援センターより、障害年金申請や訪問看護の申請、児童の障害福祉サービスについての問い

合わせ。それぞれについて情報提供を行う

8 就労支援機関および支援学校進路担当との意見交換会

9 四街道特別支援学校に卒業後に利用できるサービス状況について情報提供

地域の相談支援事業所から個別の支援に関して助言を求められた際には対応を図ってき

たが、行政と連携を図り幅広く事例の検証を行うところまでは実施できていない。

業務内容

1 精神障害者にも対応した地域包括システム推進連携会議についての研修会

(稲毛区相談支援事業所意見交換会にて）

1

ｺ

2 Mhf命上とｼ壬寺淫イア､〆/ター.尾島ス1戸針･1 . 淫砧咲I-Po~アサポータートH計『謡I巫圭柿丁

業務内容

1 他市の相談支援事業所から退院支援にあたっての千葉市の資源についての問合せがあり､GHや入所施設

等の情報提を行っている。

2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業連携会議(すすめ隊)に参加

3 地域包括ケアシステム構築推進会議連携会議（オンラインによる参加）

4 府中刑務所から出所するケースの面会および関係者会議

6 精神障害にも対応した地域包括ケア構築推進事業連携会議参加(ZOOM)



（4） 地域自立支援協議会の運営

①運営事務局会議

○
②稲毛地域鄙会

○
③稲毛区相談支援事業所意見交換会
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日時 会議内容 備考

R2年度

第4回

令和2年

11月19日(木）

･地域生活支援拠点の説明

･各地域部会説明(地域課題）

･災害、 コロナ対策について等

(会場）

千葉市コミュニティー

センター

R2年度

第5回

令和3年

1月中旬

パブリックコメントに関する周知

各地区部会議事要旨について

各地域部会からの意見等

新型コロナウィルス感

染症対策の為、書面開催

R2年度

第6回

令和3年

3月中旬

･パブリックコメントに関する周知

･各地区部会議事要旨について

･各地域部会からの意見等

新型コロナウィルス感

染症対策の為、書面開催

(幹事運営）

日時 会議内容 備考

R2年度

第1回

令和2年

10月13日(火）

･基幹相談支援センターの紹介

･運営事務局会議、意見交換会の報告

･地域課題について

○参加者18名

(会場）

稲毛保健福祉センター

R2年度

第2回

令和2年

12月11旧(金）

基幹相談支援センターの紹介

運営事務局会議、意見交換会の報告

地域課題について

○参加者22名

(会場）

稲毛保健福祉センター

R2年度

第3回

令和3年

2月16日(水）

･地域の課題事例検討(2ケース）

･運営事務局会議の報告

･令和3年度地域部会開催日程について

新型コロナウィルス感

染症対策の為、書面開催

日時 会議内容 備考

R2年度

第1回

令和2年

10月5日(月）

･基幹相談支援センターの紹介

･各事業所の近況と情報共有

･今年度の意見交換会について

○参加者： 14名

(会場）

稲毛保健福祉センター

R2年度

第2回

令和2年

11月17日(火）

各事業所の近況と情報共有

ミニ学習コーナー(地域移行・地域定着について）

グループワーク

○参加者： 14名

(会場）

轟公民館

R2年度

第3回

令和2年

12月16日(水）

･精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テム推進連携会議について

・グループワーク

花見川区との合同開催

○参加者： 26名

(会場）

稲毛保健福祉センター

R2年度

第4回

令和3年

1月中旬

･事業所情報について

･今後の意見交換会について

新型ｺﾛﾅウィルス感

染症対策の為、書面開催



④総括

今年度は新型コロナウィルスの影響により、書面開催が多くなづてしまったことで、顔を

合わせて有意義な議論ができなかったことが残念であった。しかし、書面開催による事例検

討については、普段あまり発言されない方がご意見を下さるなど、通常の議論よりも意見は

述べやすい様子もあった。地域部会においては、これまで児童分野からの参加者がいなかっ

た為、新たに、県立千葉特別支援学校のコーディネーターの先生2ご、房総双葉学園の相談員

の方にメンバーとして加わっていただき､子どもからお年寄りまでの幅広く協議ができるよ

うにメンバーの再構築を行っている。／

『

（5）権利擁護・虐待の防止

①成年後見制度の利用につなげるために必要な相談その他の支援

L

②障害者等に対する虐待を防止するための取り組み
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R2年度

第5回

令和3年

2月中旬

･地域の課題事例検討(2ケース）

･第6回意見交換会の開催について

新型コロナウィルス感

染症対策の為、書面開催

R2年度
1

第6回

令和3年

3月中旬

･地域の課題事例検討(3ケース）

･令和3年度意見交換会の開催日程(案)に

ついて

新型コロナウィルス感

染症対策の為、書面開催

業務内容

1 市町村申し立てに繋げるための聞き取りに同席

２ 成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク協議会に参加

３ 成年後見制度市町村申し立てに向けての面談に同席

4 成年後見制度・日常生活自立支援事業の利用に向けての面談に同席

5 不動産物件購入にあたっての成年後見制度の相談

6 成年後見制度の市町村申し立てに向けて、行政と書類の作成、砿 認を行う

業務内容

1 児童家庭支援センターへの助言

２ 障害者虐待の可能性があるケースについて、高齢障害支援課を含む関係者会議を実施

３ 障害者虐待、児童虐待の可能性があるケースについて、虐待専門相談の場に同席

4 虐待の可能性があるケースの関係者会議に参加

5 千葉県主催障害者虐待防止法研修に参加

6 障害者虐待・児童虐待の可能性があるケースについて児童相談所で関係者会議を実施

７ 共生社会フォーラムに参加



塞署矛…情報莞肩両軍5題到

○（7） 地域生活支援拠点との連携

①総括

令和2年度、地域生活支援拠点事業と連携を図つたケースは4件であった。全て緊急対応

を要す状況ではあったが、緊急受け入れまでには繋がらなかった。そこには、受け入れ側の

体制の問題､短期入所の支給を受けていなく実費負担になってしまうなどの制度に関する問

題など様々な課題が浮かび上がってきた。

3月に3カ所の拠点事業の職員と当センター職員と情報交換を行うことができ､互いの状

況を深く知る事ができた。今よりも生きた拠点事業となるには、先ずは拠点事業の実態を関

係機関が深く知り、面的整備を具体化するための方法を議論する必要があると共通理解を

図っている。

との連携状況報告を参照地域生活支援拠点※別紙4

○（8）職員の資質向上のための研修計画

①総括

令和2年度はコロナウイルス感染拡大の影響で、事業所外の研修が次々とキャンセルと

なり、いくつかオンライン研修には参加ができたが、研修会という形の自己研鐙の機会が少

なくなってしまったのは課題として残る。

その中でも、相談支援従事者初任者研修および現任研修、強度行動障害者養成研修は、受

講できる対象の職員は積極的に参加し、専門職員としてのスキルアップが図れた。医療的ケ

ア児等コーディネーター養成者研修および主任相談支援専門員研修については、令和2年

度の実施がなかった為、令和3年度に実施された際には積極的に参加をする。

また､事業所内においては､毎週金曜日に全職員で顔を合わせ､近況報告や事例検討､様々

な情報の共有をし、 日々の相談業務に活かせるように取り組んできた。 日々、一人で行動す

ることが多い専門職員ではあるが､チームアプローチを意識しながら相談者と接することが

できるように心がけている。
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6）

業務内容

1 千葉市主催相談支援体制の変更に伴う説明会参加

2 他事業所への障害福祉サービス情報の提供多数※相談支援事業所へのメール配信など

3 ボッチャの普及啓発を行っている団体からの情報収集・発信

4 千葉県災害福祉支援チーム(DWAT)研修に参加 上

５ 稲毛区版相談窓口パンフレットの企画検討会議

6 就労移行支援事業所への情報発信と提供(ビアについて）

７ あやめ台団地生活支援アドバイザーと団地内に住む障害者の方の生活実態について情報共有

8 稲毛区基幹相談支援センターのパンフレットを各関係機関に配布
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稲毛区における相談支援の中核的な役割を担う機関として､稲毛保健福祉センターの各課

や市内の相談支援事業所、区内6カ所のあんしんケアセンター等と密に連携を取りつつ、障

害のある方が安心して生活ができるように支援を行ってきた。日を追うごとに相談件数は増

えており、地域において基幹相談支援センターの知名度は高くなってきている。／

相談内容について、地域で暮らす方の中には、単身で身寄りのない方や、周囲に援助を求

められない引きこもりの方などもいるが、大きな問題として取り沙汰されている8050問題

は稲毛区でも顕著に見られており、あんしんケアセンターからの相談件数も増加傾向にある。

運営にあたり公正かつ中立性を確保するために、6カ所の基幹相談支援センター同士の連

携は密に取ってきた。具体的には自立支援協議会での活動以外にも、毎月の管理者会議(基

幹ネットワーク会議)、花見川区基幹との合同研修会(地域包括ケアシステムについて)、中央

､区基幹との研修企画(強度行動障害者の方への支援について)を行うなど、互いの地域でより

良い支援が提供できるよう連携強化を図っている。

計画相談支援の兼務状況については、当初数値目標として掲げた令和3年度末までに90

ケースを引き継ぐという目標は､引継ぎ先の事業所が少ないこともあり、 54ケ-fｽに留ま
っていることが反省点として挙げられる。また、相談支援事業所や相談支援専門員が増える

よう、地域に向けても働きかける計画は立てていたが、相談支援事業所の意見交換会での情

報共有止まりとなっており、具体的な策が講じられなかったことも反省として残る｡／

〈

痔〃)椿

1．稲毛保健福祉センター(高齢障害支援課)との定例会議

，稲毛区における総合相談窓口として地域の方により分かりやずく利用し易い相談機能

を果たすためには、稲毛保健福祉センター(特に高齢障害支援課)との密な連携は必須であ

る。令和3年度は､年4回(5月・8月・11月・2月)の定例会議を設け、 よりきめ細やか
な相談支援が提供できるように連携を図る。／

計画相談支援の引継ぎ2．

先に述べたように､基幹相談の業務に専念するには計画相談支援の引継ぎは急務である。

今後益々基幹センターの相談依頼は増えることが予想されるため､早急に具体的な策を講

じる。／

や地域部会、研修会等の開催方法の工夫目談支援事業所意見交換会ホ3．

昨年度はコロナ禍での一年となり、顔を合わせての会議や意見交換ができず、書面開催

が多くなり、地域の関係機関との連携強化が図りにくい状況であった｡それを改善すべく、

令和3年度はオンラインでも開催ができるようネット環境を整え、互いの距離を少しで

も近づけてより良い支援に繋げられるように工夫を図る°

4．基幹センターの連携強化

令和3年3月より毎月開催とした基幹ﾈジﾄﾜｰｸを大いに活用し､6つの基幹相談支

援センターが同じ方向を向いて歩めるようしっかりと連携を図る。
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資料2(1)エ

令和2年度実績報告書（年次）
若葉区障害者基幹相談支援ｾンター

※各項目ともに主要な運営実績を記載してください。

※地域部会､相談支援事業所意見交換会は､開催日をすべて記載してください。

※実績のない項目は､ ｢実績なし｣ と記載してください。

馳
一

項目 実施日･実施内容

1
'

一般的・総合一般的・総合 9.専門的な相談支援の実施|一般的・総合白

表」のとおり

績報告」のとおり

目おり

２

３

業務時間外の

地域の相談支

援体制の強化
の取組

彊急時支援の内容

地域の相談支援事業者に対する訪問等
による専門的な指導､助言

地域の相談支援事業者の人材育成の支
援（研修会の企画・運営､ 日常的な本
例検討会の開催、サービス等利用計画
の点検・評価等）

地域の相談機関（相談支扱事業者、身
体障害者相談員､知的障害者相談員、
民生委員､高齢者、児童、保健･医
療､教育･就労等に関する各種の相談
機関等） との連携強化の取組(連携会
議の開催等）

学校や企業等に赴き､各種禰報の収
集･提供や事前相談･助言

地域の相談支扱率業者が実施したﾓﾆ
ﾀﾘﾝダ結果及び地域においてｾﾙﾌ
ブﾗﾝにより支給決定されている班例
の検証

別紙3 「業務時間外の緊急時支援実績報告」のとおり

相談支磑畢案所、児亙相談所等主催の会議に参加し各種相談への対応を実施
した。

※詳細は、月次報告書のとおり

相談支援事業所意見交換会計画案､モニタリングの事例発表:12/28, 1/25
精神障害者の地域移行に関する合同研修を実施:2/16
※詳細は､月次報告書のとおり

若葉区相談員会溌(多職種会綴) : 11/27, 1/29, 2/10,3/3
※詳細は､月次報告書のとおり

市立養護学校訪問卒業生､在校生の情報収集､情報共有:3/23
※詳細は、月次報告書のとおり

相談支援事業所意見交換会計画案､ﾓﾆﾀﾘﾝゲの事例発表
12/28， 1/25

※詳細は、月次報告書のとおり

4

地域移行・地
域定着の促進

の取組

障害者支援施設や精神科病院等への地
域移行に向けた普及啓発

地域生活を支えるための体制塾備に係
るコーディネート

実績なし

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推推迩權今識: 11/12ケアｼｽﾃﾑ構築推進連携会識: 11/12
※詳細は､月次報告轡のとおり

5
地域自立支援

協鍍会の運営
各区地域部会､相談支援事業所意見交
換会等の運営

・地域部会実施日: 10/27， 1

.相戯支援事業所意見交換会
※詳細は、月次報告書のとお

'22, 2/8(書面開催)
11/25, 12/28, 1/25,3/25

6
権利擁護・虐

待の防止

成年後見制度の利用につなげるために
必要な相談その他の支援

障害者等に対する虐待を防止するため
の取組

成年後見制度利用促進に係る
加： 12/16

※詳細は、月次報告書のとお

域連携ﾈｯﾄﾜｰｸ構築に向けた調査会参

若葉区地域部会で千葉県重度の強度行動障害のある方への支授システムの対
象者に関する検討を実施:10/27
※詳細は、月次報告書のとおり

7 障害者相談支援に関する各種棺報の収集、集約、発信 各種研修への参加

※詳細は､月次報告書のとおり

8

9

地域生活支援拠点との連携

公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返り

別紙4 「地域生活支援拠点との連携状況報告」のとおり

一般的な相談支援､総合的な相設支援の実施では他榎関からの依頼が多く、
他機関との関係者会綴への参加､利用者宅への同行等を含め連携を行ってき
ました｡地域の相談支援体制の強化の取組では､地域の相談樋関との薄換輪
化のため､若葉区相談員会溌を実施､学校に赴いての情報収集および情報共
有を行いました｡地域移行では千葉市地域包括ケア構築推准匝撚今睡に参加
し、個別のケースは病院に訪問して退院までの対応を連撹して行いました。
地域自立支援協議会では地域部会と相談支援事業所意見交換会の運営を行っ
ています｡各種会観の中で情報の収集､発信を行っています｡権利擁腫･虐
待防止では地域部会での検討､成年後見制度利用促進に係る地域連撹ネット
ワーク構築に向Iﾅた調査会への参加を行っています。
以上のことから､今期を振り返ると提案害の内容はおおむね実施することが
出来たといえます｡しかし､ｺﾛﾅ禍で連撹会謡等の実施が出来ない部分が
ありました｡また､基幹相甑支援ｾﾝﾀｰを半年行ったことで基幹相甑支援
ｾﾝﾀｰの役割の確魁と周知が必要であるように感じています。今期の取り
組みで対応が必要な部分を検討し､次期への取り組みへ活かしていきます。

10 公募時の提案害の内容を踏まえた次期取り組み

今期の振り返りを踏まえ､次期の取り組みではより他機関との連携や研修実
施を進めていきます｡あんしんケアセンターとの合同研修､教育樋関との連
携会議の実施を検討しています｡精神科等の病院から地域移行を行う際に個
別ケースについて連挑を行っていますが､地域移行に向けた普及啓発も同時
に取り組めるように対応できないか検討していきます。基幹相談支援セン
ターの役割の周知および各麺今麹等で得られたものを地域等への発信も行え
るよう取り組んでいきます。



資料2(1)オ

令和2年度実績報告書（年次）
緑区障害者基幹相談支援~センター

※各項目ともに主要な運営実績を記載してください。

※地域部会、相談支援事業所意見交換会は、開催日をすべて記載してください。

※実績のない項目は、 「実績なし」と記載してください。

在

No 項目 実施日・実施内容

1 従業員の勤務実績 別紙1 「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」のとおり

２
一般的・総合的・専門的な相談支援の実施

業務時間外の緊急時支援の内容

別紙2「一般的・総合的・専門的な相談支援実績報告」のとおり

別紙3「業務時間外の緊急時支援実績報告」のとおり

3

地域の相談
支援体制の

強化の取組

地域の相談支援事業者に対する訪問等
による専門的な指導､助言

地域の相談支援事業者の人材育成の支
援（研修会の企画・運営、 日常的な事
例検討会の開催、サービス等利用計画
の点検・評価等） ，

地域の相談機関（相談支援事業者、身
体障害者相談員、知的障害者相談員、
民生委員、高齢者、児童、保健・医
療、教育・就労等に関する各種の相談
機関等） との連携強化の取組（連携会
議の開催等）

学校や企業等に赴き、各種情報の収
集・提供や事前相談・助言

地域の相談支援事業者が実施したモニ
タリング結果及び地域においてセルフ

ブﾗﾝにより支給決定されている事例
の検証

他相談支援事業所より、担当ケースの相談を受け助言を行う。
※詳細は、別紙5「実績報告書（月次） 」のとおり。

実績なし

10/5市立養證学校生徒の卒業後の支援のあり方について連携会議を行っ
た。

1/12連携会騒（子どもの生活を支える仕組み作り）を1月より開催した。
※詳細は、別紙5「実績報告書（月次） 」のとおり。

12/21 連携会議（子どもの生活を支える仕組み作り）実施に向け、各教育
関係者と意見交換を行った。 ※詳細は、別紙5「実績報告書（月次） 」の
とおり。

11/15セルフプランにより支給決定されている方のアフターフォローを行
フ。

※詳細は、別紙5 「実績報告書（月次） 」のとおり。

4

地域移行・
地域定着の
促進の取組

障害者支援施設や精神科病院等への地
域移行に向けた普及啓発

地域生活を支えるための体制整備に係
るコーディネート

実績なし

実績なし

5

地域自立支
援協議会の
運営

各区地域部会、相談支援事業所意見交
換会等の運営

・地域部会～10/19 12/22 2/17
・意見交換会～10/23 11/30 12/16 2/16 3/17
（ ・子どもの生活を支える仕組み作り～1/12 2/9 3/17）

6
権利擁護・
虐待の防止

成年後見制度の利用につなげるために
必要な相談その他の支援

障害者等に対する虐待を防止するため
の取組

10/27相談者に制度の内容と利用について説明を行う。
※詳細は月次報告害のとおり。

実績なし

7
P草吾百柑訣又
'』＝－

1日

援に関する各種情報の収集、集約、発 11/2干葉市精神保健福祉課「地域包括ケアシステム」の説明会に参加し
た。 ※詳細は、別紙5 「実績報告書（月次） 」のとおり。

8 地域生活支援拠点との連携 別紙4 「地域生活支援拠点との連携状況報告」のとおり

9 公募時の提案書の内容を踏まえた今期の振り返り

･地域の支援体制の強化という点において、特に幼児期から児童期における
支援の重要性に着目し、連携会議（子どもの生活を支える仕組み作り）を立
ち上げた。

・当法人は拠点事業の受託していることから、未だ手探りではあるものの、
連携した支援実績を残すことができた。

10 公募時の提案書の内容を踏まえた次期取り組み

･拠点事業が3か所に増えたことから、連携支援の強化を図る。
･連携会謡（子どもの生活を支える仕組み作り）を次年度も継続するなか
で､様々な状況に応じた仕組み作りを模索していく。
･今期実績のなかった項目について取り組んでいく｡人材育成における研修
会を､他基幹と連携しながら実施していく。
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【配載に係る窟慰事項】

※各項目ともに主要な運営実繊を配畷1’てください。

※地域部会、指譲支援事業所恵見交換会は、開催日をすべて緯哉Lてください。

※実績のない項目は､ 「実演なし」と記載してください。Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

診〆

No ， 項目 実施g･案施内容
1 l従業長興

2

暫剖幽…六m弧

受的･総合的･専門的な相麟支援の実施 別紙2r一般的・舞台的｡専門的な相麟支援実鯛報告」のとおり

３
地域の相絞
支掻体瀞の
強化の取組

地域の相践支援事業者に対する訪問等
による専門的な指導、助言

地域の相談支援事業者の人材育成の支
扱（研修会の企画・運営、 日常的な事
例検討会の開催、サービス等利用計函
の点検・評価等）

地域の相談機関（相醗支援事業者、身
体瞳害者相談員、知的障害者相談員、
民生萎員、高齢者、児激、保健・医
療、教育・就労等に関する各種の相凝
磯閥等） との連携強化の取紐（連鎌会
議の闘偲疎）

学校や企業等に赴き、各種捕報の収
集・提供や窃前相淡・助酋

地域の相淡支援事業者が実施したモニ
タリング結果及び地域においてセルフ
ブﾗﾝにより支給決定されている事僻
の検証

あんしんケアセンター等と連携し、各種相餓への対応を実施した。
※鮮繍は、月次報告書のとおり

12/18社会不安障害の利用者への対応など事例検酎。 1/15知的障害の方の
事例検討。3/19粗翻改定に関する研修会を実施。
※鮮細は、月次報告書のとおり

11/11 磯辺地区地域ケア会識こ参加。 12/16第2回成年後見制度利用促進に
係る地域連携ネットワークの撹築!ご向けた専門溺査会に参加。
※詳細は、月次報告書のと'おり

1/12市川大野特別：
慥掻。3/16移行支援§
※詳細は、月次報告4

鰻学校の生徒の卒菜後の相甑支擾体制の構築のための
鐘にﾘﾓｰﾄで参加。
Fのとおり

実績なし

4

地域移行･
地域定瀞の
促進の取組

障寮者支援施段や錆神科病院等への地
域移行に向けた普及啓発

地域生活を支えるための体制整備に係
るコーデイネーート

実組なし

1"12千葉市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構蕊推推誼撚会
綴に参加。※詳細は、月次報告害のとおり 、

５ ’
域自立支
協議会の
営

各区地域部会、相淡支扱専業所意見交
換会等の運徴

･地域部会実施日: 10/20, 12/15，2/16(書面開催）
･相談支援事実所意見交換会:/10/23, 11/20, 12/18， 1/15，3/19※詳細
はぐ月次報告害のとおり

6
權利擁瑛・
噌待の防止

成年後見制度の利用につなげるために
必要な相談その他の支扱

障書者等に対する虐待を防止するため
の取組

成年後見制度の利用に向け、千葉市成年後見支援センターや司法書士事務所
との協掻などに取り組んだ。
※詳畑は、月次報告書のとおり

11月家族からの暴言などへの対応として、警察署への相賊、GHへの入居な
どの支擾を行った。
※詳細は.月次報告害のとおり

7
障害者相瑛支援に関する各種情報の収築、築約、発
僧

2/15地域ケア会随への出席において、基幹相鮫支援センターの役割と連携
について、民生委員零に脱明した。

※鮮細は、月次報告書のとおり
（

’

I
8 地域生活支援拠点との連携 別紙4「地瞳生壼支授拠点との連携状況報告」のとおり

9

「

公募時の提案香の内容を踏まえた今期の握り返り
ワンストップでの相餓支援の実践を行い、地域の課題が明らかになってき
た。また、あんしんケアセンターや民生委員との連携が増加したら

10 公募時の提案害の内容を踏まえた次期取り組み
明らかになった地域課題(8050問題への対応、障害児への切れ目のない支
授．相馴支扱体制の充実など）の実態を把握し、解決に向けた関係樋関との
銘働を地域部会を中心に実践する口



1

NO

I

チェ,ソクエ畠目 悪

センターの運営にあたって、共生社会の構築に向
け、運営方針、千葉市における障害福祉施策に係る
中長期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地域の
特性や実情に応じて効果的に取り組んだか。 ‘

日~戸.評
ニ
ェ
、

R

はい

耳下噌､．(努力も工宍《いた‘毎 昇里顕 今祷､"ツ胃穗メ

回…ピダワI bJ U一､＝I同竺帽エヘヴヒーUJ 、『一“"グー万｡＝ｰIuIH』円I･

Zに向けての支援が重要とみています｡医療的ケアや強度行動
菖害のある方等の支援困難者の支援を見据えた地域づくりの重
吾性を感じております。そういった協議の場づくりとして､
050部会、医療的ケア部会を行ってきました。支援困難者とし

丁が定めた運営方針を踏まえて事業計画を作成した
ﾕﾊ

はい

1々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応す
弗浄､L戸斗畜1七A材両昌暦かｵ千・一コイ1,、スカュ

はい

44 の職場定着に向けた取組を実施也 している刀乃両していつ刀乃

欠員が生じた場合の職員の確保を速やかに実施した
かハ

はい'まい

はい

1 1

職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施し
たか‐

はい

7
仕様書に規定されている必要な職員の配置を行った
カコー

J÷1，

WよVq

8
職員に変更が生じる場合に速やかに市へ書面をもつ
で報答1" 童前の承認葬得だか、

はい

9

職員が育児休暇、病気休暇、産前産後休暇等を取得
する場合に、市へ書面をもって報告し速やかに代替
職昌か補充したか

はい

1
而
川
、
ｌ
『
舵肺

0
搦員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを行
､、円滑な業務の移行に十分に留意しているか。

はい

1 1
Ｆ
昼

障
害

害者相談支援事業者から必要な業務の引き継ぎを
Z十 国ｼ号か鑿窪の露行Zr十名牛1戸璽音1 〃方プ1コ

はい

12

令和3年度末までの経過措置として認められている

特定相談支援等との兼務について、数値目標や具体
的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解消に努
めたかハ

はい

13

センター従事時間帯に定期的に複数回の会議に出席

を要するなど、センターの本来業務を少なからず圧
迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託料の支
払いが予定されている事業の実施を希望する場合に
ついては、事前に市に、兼務が可能かどうか協議を
行つたかへ

J幸1，

ﾔよVp

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によって
賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営
券行ったか‐

はい

15

障害者やその家族への相談支援において、人種、信
条、性別、社会的身分等により差別することなく公
正に対応したか。また、サービス事業所や関係機関
の紹介にあたっては、障害者に提供されるサービス

が、合理的な理由なく、特定のサービス事業者等に
偏ることのないよう公正・中立性を確保したか。

はい

16

センターは地域の相談支援事業所に対する支援を行

うほか、地域自立支援協議会の運営を行いますが、
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協議会の
構成員の選定にあたっては、合理的な理由なく、特
定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正。
中寺ｲ吐1戸西目虚1 －弗弥動

はい

zンターを運営するにあたり、障害者総合支援法ほ
1列閏係法令券薄守1〃ているか←

はい

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイド
ライン、千葉市個人情報保護条例等を含む。 ）を遵
守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏の
が1,、卜局一L名斗ZF函音1 マー1,、スカ則

はい

19

センターにおける谷事業の実施にあたり、谷畢栗の

担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること
が重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を
事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必要に応じ
て-得ているか‐

､÷1､
ヤ全Vq

20
苦情対応に関するマニュアルを整備し、職員への苦
R÷Ⅱ 『一ｺ一 ‐ 一一苛坐壬圭些勺 L P はい

21

本委託事業と他の業務等とを区分して経理を行い、

経理に関する帳簿等、必要な書類の整備をしている
、

nコ

はい

句、

乙乙
U戸～、脚一一凸■ー夕戸 グー〃 ーロー”｡■ ■ 一弓穴一■ｹｰｰｰ ■ーグーロレ距一

ているか~
はい
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No チェ､ツク項信 自己評価 鐸争雪繰1宵､" :r塞曽f7 ：-r幸;｝ ：鐸古;､“ 謹葭、 “今準”日*西か"”、

りq
＝U

センターの専門職員は、センターが発行する職員証
を業務時間内において携帯するとともに、訪問時及
び利用者又はその家族等から求められたときは、こ
rL券提示して.いるか‐

はい

24

センターは、市（本庁、区役所、保健福祉センター

などの関係部署） との業務を円滑に遂行できるよ
局 計壺』磐乃7K玄､､ノ ド､『ブーケ罐鎮』ァ塞油キヂ,。

はい

「－－－－－－－－－－－－－－
25

!V OL，肥J洪日エェ鍾励牽云リノ｣巴J双司》云寺痙ﾕ巴しL

『 （保健福祉センターをはじめとする関係部署） と
報交換及び課題共有などを行い、それぞれの役割
明確に1，て滴切に対応1"弁か‐

はい

三

26

一
一

一
一
一
一

旨定する期限までに
壁マ｛ｒ《舂二

室
幸

一
》ｒ

「事業計画書」「収支予算
壷

｢収支決算書」 「事業実績報告書」 「実績報告
") I寡ｵ是鼎1 ．赤･か

はい

、 27
寺間外においても、緊急時に、 絡をとれるよう

13だか‐
はい

28
寺間内の相
国子メール

俺手段として、来所、電話、 FA
はい

nF

乙薯

章害者が、住み慣れた地域で、安心してその人らし
い生活を継続していくにはどのような支援が必要か
を把握し、地域における適切なサービス、擬関、ま
炉砧･割磨の壬| I田Zアマっか叶?ス鑿の寺淫キオ〒一､拷允

はい

3〔

近隣住民、地域のネットワーク等を通

ﾖ談に対し、的確な状況把握等を行い、
干騨曇の金+けぞ名ぺ.以壺凸囲F易み、尤率lⅡ喪斤1卦

はい

31

ヒセンター等の行政機関、障害福祉サー

医療機関、地域包括支援センター、民
1自治会等の地域の様々な社会資源の把
T1,、 壱十1匡柄堂、､，L口一々太"粕黙考錘

はい

32 潭害が判明していない人やその家族が、気軽に相談
で去る1黒所上I ／で播台陰するテル左日ｵ旨1 ．弁か

はい

q口
哩も

思表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの
情により障害福祉サービスの利用につながらない
診、の相談安樗容謬滴切に行っ弁か‐

はい

34

f害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

:口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ
､ FAX メーノレで*､相誌洋琴kfけ1 ． 滴印IFをf

はい

q便
りし

皇療的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

重複障害者などの専門的な知識や技術を必要とする
］鳶5内塞lFt､;吉f、戸味で1. ナナ,．

はい

36

§急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録
,た上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に
ﾖ因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの

はい

qワ
JO

石内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な

汁画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
＝輯ヨレキ…＝…＝丑争ぶグーT エ一畔セ エーー…一ー『詞pー

はい

38

音轄区域の計画

業所加算の取得
孟亜閃について

目談支援事業所が持っている特定事

こ対する意向や、取得を阻害してい
囚堤・玲斗桁1 － 1Ⅸ車か寺淫か行売弁

》÷1､

ﾔ4Vﾛ

～ 39

侍定事業所加算取得の条件が、センター等からの困

堆事例の紹介にも対応することや、センター等が実
瓶する事例検討会等に参加していることとなってい
ることを踏まえ
へ÷ ＝E壬垂尖角3－年Q

、計画相談支援事業所へこれらの機
』LL一宇 T 1 ユ 1－～I壼必､死〃 '一÷心SU

はい

40

員、知的障害者相談貝、民生委員、高齢者、児童、
呆健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関
等） との連携強化に取組んだか。特に、高齢障害者
や高齢の親を持つ障害者への支援体制の構築のた
め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ
ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
仁呑ヨァ、ダ々一子J蝉”、今幸1- 泣面1－志1．－榔肘総向拝

はい

41

臺療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢

｢上に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設コー
ディネーターと協働して専門的な対応を行うことが
できる体帝||の確保に敗り細ん斧､か‐

どちらとも

いえない

今後は拠点も巻き込み重い障害の方の支援の専門的な対

応ができる体制づくりも視野に入れる必要を感じてい

る。

42

定サービスの地域移行支援及び地域定着支援が促

されるような体制整備に係るコーディネートに取
んだか伺

はい

42

市において精神障害者の地域移行や地域定着（

組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域1
．アシステム構築推進事業に参画や協力を行っ7
内

取
括
はい

44
当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施した
が~

はい

4E 地f成喜K今方P’カコ日に1同 ヤ商旬Iに關ｲ崖I ”かカコ はい



｢はい」 と答えた数
｢いいえ」 と答えた数

｢どちらともいえない」
｢該当なし」 と答えた数
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と答えた数
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1

／

I
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No

46

ヲ‐エツク項旨

相談支援事業所意見交換会を毎月、適切に開催した
か局

白戸垂侃府

はい

記事項（努力、工夫した点、課題、今後の目標など

47

地域自立支援協議会を活性化させるために、その開
催目標を明確にし、構成員全員が共通認識を持って
酎網すゆ上月まげ】弁カコ

はい

48 協議を進めていく過程において、ただ課題を抽出す
ろだけではたく．子･の鯉決策主で協議寡．行っ方か←

はい
－

'149

解

者

決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画

との整合性、他市の状況や饗用対効果の視点、関係
山の合責形成に*､配慮1"ながら‐蛉討群勝行っ弁

はい

'50

里"みロー生へ哩皿唾云v〆'1両醒星ダザーエ庁HJEｰ窪声国L〆､ 1Ⅵ

言の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ
) 配慮し弁か‐

はい

R1
UL

章害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や
見族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成

F後見支援センター等につなげたか。また、申し立
冒を行える親族がいない場合や親族がいても申し立

でを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が
必要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告

はい

52

午盲君ノニ1丁〃卓誰4ゾ4し~1，同睡延1Vノノー堀口『生、 ゴロ久F旱

害者の状況を把握し、千葉市障害者虐待防止セン 該当なし

53

賢者被害を未然に防止するため、警察や消費生活
ンターと連携し、地域の消費者被害に関する情報
を把握するとともに、必要に応じて、障害者やそ
毒佐竺EF『古11十 イ害却＃塁仕上か矛〒ジｰ､弗介、

はい

54

＝■ 口 一 ､〒目Ⅱ因■一〃 一一 了〆届Pジﾛｰローーーダーノ ーU一一

f源についての情報収集、集約を行い、地域の相談
F轄茸運茎同斤竺へ率ｲ三参・糸〒＝】かｶコ

、÷1，

ﾔ＆Vp



令和2年度中央区障害者基幹相談支援センター自己評価シート別紙

地域の相談支援体制の強化(No.37～41関係）1
､

）

ｰ

計画（障害児）相談支援兼務の状況(No.12関係）2

専門職員の資格取得の状況(No.3,6関係）3

1､口唾学エ亟尹未恒I－x1 ヲ○丁日弄・理J百リノ1十熱 85

相談支援事業鬼 ､の人材育成の支援件数 13
士円華越＊月月L〃、ﾐ竜 馬強化の取組の実施回数 43

R2810.1 R3.3.31 増減
兼務している専門職員数 1 1 0

置袷叶凧万11 資格毛資格毛 R2Jql R3｡331 増減

加算対象

資格

祉士

精神保健福祉士

農健師

忌育士

相談支援従事者初任者研修修了者相談支援従事者初任者研修修了者
士同二j鹿÷…盆ヱーギ雷庁苛FローFロレー寺

相談支援従事者現任研修修了者相談支援従事者現任研修修了者

二任相談支援専門員

医療的ケア児等コーディネーター養成研修

修了者

強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践

研修）修了者又は、千葉県強度行動障害の
ある方の支援者に対する研修修了者

5

２

5
、

３2

戸

2

4

2

1

4
、

２

1

２

－1

0

1

0

－1
11

一上

0

－1

弓

0

その他の

資格

千蕊県精神暗害者上 'アサポート専門員蕃成研 1 1 0

0

0

0

0



「實犀扉1
令和2年度花見川区障害者基幹相談支援センター自己評価シート

作成日 ：令和3年6月 ll日

〆

1

No 灘蕊巖溌;義鶏ｼ〃項目
鷲

自琶評価
特記事項瓢努式 韮夫じた点寸課題懲余後の目標な

澱驚漢懇肥溌 # "識議灘難畿…‐．.．”；． 、､､爵｡､;く“ぐ鋸>、 ；？ ‘ ．:.．

1

センターの運営にあたって、共牛社会の構築に向
け、運営方針、千葉市における障害福祉施策に係
る中長期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地
域の特性や実情に応じて効果的に取り組んだか。

はい

･千葉市の掲げる障害者施策の指針および障害者計画
に則り、共生社会の構築に向け、障害種別を超えて
各々のニーズ対応できるよう地域の相談機関と連携し
総合的・専門的な相談支援の実施に努めた。

2
市が定めた運営方針を踏まえて事業計画を作成し
たか・

はい

･障害者相談支援の中核的な役割を担う機関として、
総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援事業者へ
の助言、他相談機関との連携強化・相談支援体制の強
ｲ|どの雨細井ｵ〒弓F少寿日煙IF計･『面さ"作RFI ‐＊

３ 様々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応
するために適した人材配置を行っているか。

はい

B=．手呉IH , '1H…ヘェマI 』塁¥〆里,m巳同ア ワー司映星岸

害福祉で長年勤務・障害者の地域生活支援に携わって
来た職員等を複数配置することで、様々な障害種別や
各種ニーズに対応できる総合的・専門的支援を行うこ
とに努めた。

4 職員の職場定着に向けた取組を実施しているか。 はい

・基幹相談支援センターの業務に長期に安定して取り

組めるよう、母体の社会福祉法人職員70余名の中か

ら、本業務に適すると考えられる職員（正規）券酊置
している。

5
欠員が生じた場合の職員の確保を速やかに実施し
たか･

け÷1､

ﾔ＆Vp

･基幹センター職員に欠員（産休）が生じたが、市と
事前協議のうえ法人から速やかに適した人材を補充し

た．

６ 職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施
したか．

はい

報管理はもとより、精神障害（精神科入院に関する制
度・実態・施策等） 、成年後見（制度・後見人訪問
等） 、地域包括ケア、就労支援、相談業務、障害福祉
サービスと支給に関して等、様々な研修の機会を設け
た‐

７ 仕様書に規定されている必要な職員の配置を行っ
たか・

I

はい

･千葉市知的障害者生活支援事業で地域生活支援・相
談の経験を持つ管理者と福祉現場の第一線で対応経験
を持つ国家資格保有者の専門職員を配置している。

8 職員に変更が生じる場合に速やかに市へ書面を
もって報告し、事前の承認を得たか。

はい

･職員の変更について、運営業務委託仕様書の規定に

基づき、補充の30日前期日までに千葉市へ経歴書・資
格証等を添付のうえ、文書での協議申し入れを行い、
事前の承認を得ている。

9

職員が育児休暇、病気休暇、産前産後休暇等を取
得する場合に、市へ書面をもって報告し速やかに
代替職員を補充したか。

はい

･上記項目が職員の産前休暇であった。職員の変更同
様に休暇取得に関して、規定に則り手続きを行ってい
る。 ､

10

職員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを
行い、円滑な業務の移行に十分に留意している
か。

はい
･該当項目が職員の産前休暇であり、期日が事前に把
握可能であったことから、滞りなく引継ぎと新規配冒
職員の業務周知を行っている。

11
障害者相談支援事業者から必要な業務の引き継ぎ
を受け、円滑な業務の移行に十分に留意したか。

はい

･千葉市の障害者相談支援事業変更および知的障害者

生活支援事業廃止に伴い、区内外相談事業所からの引
継ぎを受けた。ケースにより、急な変更を希望しない
場合はその意向に従うこととした。

12

ｒ

Ｅ

令和3年度末までの経過措置として認められてい

る特定相談支援等との兼務について、数値目標や
具体的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解
消に努めたか。

はい

・基幹相談支援センター開設時は兼務が一名おり、期
限までの兼務解消を予定していたが、上記職員交代に
より解消されている。

1q
上り

センター従事時間帯に定期的に複数回の会議に出
席を要するなど、センターの本来業務を少なから
ず圧迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託
料の支払いが予定されている事業の実施を希望す
る場合については、事前に市に、兼務が可能かど
うか協議を行ったか。

はい

・センター従事時間帯に定期的に複数回の会議に出席
を要する件は、毎月の会議等が想定されるが、相談の
少ない時間帯を選びセンターの本来業務を圧迫しない

よう配慮している。別に委託料等が発生する事業は県
からの委嘱事業等が想定されるが、市から経由の事業
であり協議を行っている。

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によっ
て賄われていることを十分に理解し、適切な事業
運営を行ったか。

はい
・運営にあたり、公費によって賄われることを理解の
うえ、公正な運営に務めた。また逐次、千葉市とも協
議を行った。
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15

障害者やその家族への相談支援において、人種、

信条、性別、社会的身分等により差別することな
く公正に対応したか。また、サービス事業所や関
係機関の紹介にあたっては､､障害者に提供される
サービスが、合理的な理由なく、特定のサービス

事業者等に偏ることのないよう公正・中立性を確

保したか。

はい

･相談支援においては傾聴を基本に、信条・性別・社

会的身分等の差別がないよう対応した。事業所や関係

機関紹介には
ことのないよ

、特定の事業者等に合理的理由なく偏る
う配慮した。

16

セ
行
が
議
な
よ

'ターは地域の相談支援事業所に対する支援を

ほか、地域自立支援協議会の運営を行います
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協

:の構成員の選定にあたっては、合理的な理由

、特定のサービス事業者等に偏ることのない

公正・中立性に配慮したか。

はい

・地域自立支援協議会の構成員の選定にあたっては、
これまで花見川・稲毛地区自立支援協議会地域部会の

メンバーを基本踏襲し、特別な制約がない限り、同時
業種でも複数事業者に出席要請している。また逐次、
千葉市とも協議を行った。

17
センターを運営するにあたり、障害者総合支援法

ほか関係法令を遵守しているか。
はい

千

砥

１
３
量害者基幹相談支援センターの運営にあたっては、

§市の掲げる障害者施策の指針および障害者計画の
本 となる障害者総合支援法ほか、障害者虐待防止．
個人情報保護等を含む関係法令の遵守を基本に心掛け
た。

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイ
ドライン、千葉市個人情報保護条例等を含む。 ）

を遵守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に

遺漏のないよう十分に留意しているか。

はい

･個人情報の管理に関し、個人情報の保謹に関する法
律に基づく取り扱い者の選任及びスタッフに対し個人
情報管理徹底と職場研修（個人情報保護・プライバ

シーの保護・個人情報保護法の成立および改正に関す

る経緯・個人情報取扱特記事項等習熟）学習会を実

施。

1Q
▲ヅ

センターにおける各事業の実施にあたり、各事業

の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図る

ことが重要であることに鑑み、予め本人から個人

情報を事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必
要に応じて得ているか。

はい

・千葉市が規定した‘‘障害者基幹相談支援センター利

用登録申請書”の“同意欄”に、 『必要に応じて他区
基幹およびその他関係機関への情報提供に同意』の旨
が明記されており説明している。

20
苦情対応に関するマニュアルを整備し、職員への

苦情対応についての研修を実施したか。
はい

･千葉市社会福祉協議会運営適正化委員会が主催す
る、福祉サービス苦情解決研修会に参加、事例や対応
についてスタッフにも還元している。

21

本委託事業と他の業務等とを区分して経理を行
い、経理に関する帳簿等、必要な書類の整備をし

ているか。

はい ・法人の経理部門において適正に管理運営している。

22
相談記録を始めとする個票や実施報告書等を完備
しているか。

はい

・日々の業務は業務日誌に記録、なかでも相談記録は
当事者個別に、一日または案件の推移ごとにまとめて
記録・保存している。問い合わせに対して、休眠ケー
スでも最新直近の時点から辿れるように努めている。

23

センターの専門職員は、センターが発行する職員

証を業務時間内において携帯するとともに、訪問

時及び利用者又はその家族等から求められたとき
は、これを提示しているか。

はい ･名札・名刺とともに、訪問時に所持している。

24

センターは、市（本庁、区役所、保健福祉セン

ターなどの関係部署） との業務を円滑に遂行でき
るよう、連携及びネットワーク構築に努めたか。

はい

･所管の千葉市保健福祉局障害福祉サービス課はもと

より、精神保健福祉課・健康福祉部在宅医療・介護連

携支援センター・花見川区高齢障害支援課・健康課・
社会援護課を含め、区および区保健福祉センターの関

係複数部署と連携に努めている。

25

センターは、相談支援等における支援困難ケース

について、地域自立支援協議会の地域部会等を通
して市（保健福祉センターをはじめとする関係部

署） と情報交換及び課題共有などを行い、それぞ
れの役割を明確にして適切に対応したか。

はい

・千葉市精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

構築推進連携会議において、精神障害者の地域移行に
関する花見川区への帰還希望困難事例への対応依頼を

受けるとともに、当センターからも対応依頼を掛ける

等やり取りをしている。また、地域から持ち込まれる
困難事例に関し、精神障害の事例が多く、区健康課と

の頻繁なやり取りと連携協力を行うなかで対応してい
る。

26

市が指定する期限までに「事業計画書」 「収支予
算書」 「収支決算書」 「事業実績報告書」 「実績

報告書(月次)」を提出したか。

はい

・月次報告は毎月、定められた10日の期日までに提

出。その他、年度の計画及び報告は所定の期日まで
に、また修正があった場合は可能な限り速やかに提出

した。

27
業務時間外においても、緊急時に連絡をとれるよ
う緊急連絡体制を整え必要な措置を講じたか。

はい

･期間内には障害者基幹相談支援センター業務時間外
の相談で警察介入等の緊急案件は発生していないが、
時間外には転送による電話対応を行った。

28
業務時間内の相談手段として、来所、電話、 FA
X，電子メールによる相談の受付を行ったか。

はい

・障害者基幹相談支援センターへの相談の第一報は、

当事者・家族・地域住民・関係機関等に共通して、電
話が最も多かった。来所・訪問の契機も電話で、 FAXや

電子メールも開設しているがごく少数であった。
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29

障害者が、住み慣れた地域で、安心してその人らし
い生活を継続していくにはどのような支援が必要か
を把握し、地域における適切なサービス、機関、ま

たは制度の利用につなげる等の支援を行ったか。

はい

･基幹相談支援センター開設直後から、これまで福祉
サービスに繋がらなかった地域住民からの相談や行
政・他機関からの相談が多く寄せられ、ニーズや社会
資源とのマッチングに留意しつつ、福祉サービス利用

や医療をはじめとする他機関へと繋げた。

30

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通

じた様々な相談に対し、的確な状況把握等を行い、

専門的または緊急の対応が必要かどうかを判断し対

応したか。

はい

･開設当初は家族や地域住民の相談が多数を占めた。

徐々に当事者や関係機関からの専門的な相談も増え
た。件数増と依頼内容の深化に、緊急度合や優先順位
等バランスを考慮したうえで行政・関係機関と協議。

連携し対応した。

同？

J」

ビス事業所、医療機関、地域包括支援センター、民

生委員、町内自治会等の地域の様々な社会資源の把

握と連携を行い、 これらのネットワークを相談支援
に活用したか。

はい

・基幹相談支援センター開設以前は、あんしんケアセ
ンターが高齢者と共に抱えていた同居の障害者や地域

生活者の案件を、基幹センター開設により情報提供を

受け、引き継ぐことが多かった。新たに行政・他機関

と繋ぎ、福祉サービス利用や医療に繋げた。

32
障害が判明していない人やその家族が、気軽に相談

できる場所として機能することを目指したか。
はい

･障害者基幹相談支援センターの認知度が高まるにつ

れ、手帳／受給者証の有無に関係なく、問い合わせや
相談が増えている。状況と要望を聞き、可能な限り対

応に努めている。

33

意思表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの
事情により障害福祉サービスの利用につながらない
方への相談支援を適切に行ったか。

はい

･当事者。
合わせ・相

であっても

の連携を求

族のみならず、地域・諸機関からの問い

iも多くあり、内容を伺いながら（非該当

可能な限り、支援に繋がるよう他機関へ
I対応した。

34

障害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

窓口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ

か、 FAX，メールでも相談を受付けし、適切に対

応したか。

はい

･相談や問

来所或いは

ﾌァクシミ

‘合わせ・依頼の方法は電話が最も多く、
i問で聞き取りに繋げた。電子メール。
での相談はごく少数であった。

35

医療的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

重複障害者などの専門的な知識や技術を必要とする
相談内容にも適切に応じたか。

どちらとも

いえ●ない

･医療ケア・重複障害者のケースは、対応に長けた専

門機関の協力を仰ぎ対応した。強度行動障害者には、
相談員が強行基礎研修等研修受講済みで、通常対応し

ている。

36

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録
した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に

起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの

コーディネートや相談その他必要な支援を行った
か。

はい

・地域生活する障害者夫婦の出産に際し、産前の健

診・受診・入院、出産前後のケア・育児に関する情報
提供と見守り体制構築等を、医療機関・行政・サービ

ス事業所等とネットワークを構築した。また妊娠期か
ら出産に至る過程で、本人達への意識付けをも行っ

た。

37

市内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な
計画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
画相談支援事業所が必要とする様々な支援を適切に

行ったか。

はい

･地区相談事業所意見交換会で各事業所の相談体制を

調査・実態把握し、向こう三か月間の相談受け入れ可

能数の把握と相談依頼を基幹相談支援センターに集約

することで、迅速かつ円滑な相談員選定に努めた。ま
た相談員の業務見直しと軽減働きかけ、相談員の相談
対応後方支援等にも配慮した。

38

管轄区域の計画相談支援事業所が持ろている特定事
業所加算の取得に対する意向や、取得を阻害してい

る要因について把握・分析し、必要な支援を行った
か･

どちらとも

いえ●ない

・基幹相談支援センター開設とそれに関連する制度へ

の理解深化が至らず、計画相談事業所への周知に課題
が残った。

qQ
四画

特定事業所加算取得の条件が、センター等からの困
難事例の紹介にも対応することや、センター等が実
施する事例検討会等に参加していることとなってい

ることを踏まえ、計画相談支援事業所へこれらの機
会を積極的に提供するとともに、適切な後方支援と

良好な関係構築に努めたか。

どちらとも

いえない

･困難事例への計画相談支援事業所相談員支援には極

力務めたが、特定事業所加算取得に関する情報提供や

促しは、制度理解と周知の意識が十分とはいえなかつ

た。

40

地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談
員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、
保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関

等） との連携強化に取組んだか。特に、高齢障害者

や高齢の親を持つ障害者への支援体制の構築のた

め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ

ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
方で、センター主催の会議に必要に応じて地域包括
支援センター職員の出席を依頼したか。

はい

・地域部会を通じ、地域の相談機関との情報共有と交
流・連携協力を図った。あんしんケアセンター・ス

クールソーシャルワーカー(SW) ・医療SW・ハロー

ワーク・キャリアセンター等との間で連携協力の機会

が多くあり、医療・学校・行政・他相談支援機関・福
祉サービス提供事業者等、多職種連携のチーム支援と
して初めて成立した事例も多数あった。

41

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高

齢化に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設

コーディネーターと協働して専門的な対応を行う
ことができる体制の確保に取り組んだか。

どちらとも

いえ●ない

案もあり、都度、拠点施設コーディネーターに相談。

連携を求めたが、実施できた事例は皆無だった。拠点

事業の役割としては、緊急受け入ればかりでなく同種
他事業所間のネットワーク構築も重要な業務であると

考えられるが、地域の福祉資源の面的整備の一環とし

42

法定サービスの地域移行支援及び地域定着支援が

促進されるような体制整備に係るコーディネート

に取組んだか。

はい

。引きこもり当事者のグループホーム移行や80-50と言

われる家庭が崩壊した際、当事者の地域生活維持に福
祉サービス利用や医療への連携を促し繋いだ。
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43

本市において精神障害者の地域移行や地域定着に

取り組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域

包括ケアシステム構築推進事業に参画や協力を

行ったか。

はい

・これまで精神障害者への関りに関し、不得手・手数

な部分があった感が否めなかった。その差異を埋める

べく、 “千葉市精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステム構築推進事業”に参加し、地域定着支援対応を

行った。また、ケースの対応依頼も行う中で地域移行
への技法を学んだ命

44
当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施した
か。

はい

‐ 可旦詞1画〃勺忍l＝一ｰノソイノンハヱ澤盲ﾉ隅八J罪フ”ﾛｰαノJ－

り、書面での開催となり、次第・議案および資料作

成・取りまとめ等を市と協議のうえ、書面のやり取り

で開催した。

45 地域部会を2か月に1回、適切に開催したか。 はい

となった。式次第・議案および資料作成・取りまとめ

等を市と協議のうえ、書面のやり取りで開催した。特
に地域の課題事例に関し、 “提案・意見を募る。課題

改善にむけた前進”の各過程で書面ならではの利点で

ある、記録保存性を生かし、事案検討に丁寧に取り組
オP憐今方･得た

46
相談支援事業所意見交換会を毎月、適切に開催し

たか・
はい

り、書面での開催となり、式次第・議案および資料作

成・取りまとめ等を市と協議のうえ、書面のやり取り
で開催した。これまで未達だった区障害支援課の参加
も得られ、地元の福祉的課題認識への情報共有と理解
について前准した

47

地域自立支援協議会を活性化させるために、その開

催目標を明確にし、構成員全員が共通認識を持って

取組むよう努めたか。

はい

・福祉的課題に関し、身近な不便不都合不利益として

捉えるだけでなく、年齢・性別・障害種別・社会的地

位・地域独特の特性を超えた全市的な課題としての問
題意識が持てるよう各課題に横たわるテーマを浮き彫

りにする討議となるよう努めた。

48
協議を進めていく過程において、ただ課題を抽出す

るだけではなく､その解決策まで協議を行ったか｡
はい

・緊急案件に対する福祉的な受け皿確保等の喫緊対策
と中長期的案件に対する施策への提言対応等、課題の
性質により分けて協議の方向と取り組み議論を行っ
た。

49

解決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画

との整合性、他市の状況や費用対効果の視点、関係
者との合意形成にも配慮しながら、検討を行った

か。

どちらとも

いえない

・障害者基幹相談支援センターが開設され、また市障
害者計画・障害福祉計画の見直し期とも重なり、改め

て各々の立場で市内外の施策に触れる機会や目を向け

る視点も増えた。開始したばかりで施策レベルでの考
慮・対応が十分であったとは言い難いが、今後、各区
障害者基幹相談支援センターのネットワークや行政お
よび多職種連携の中で、課題と対応を総合的に考え進

めて行きたい。

50

地域自立支援協議会の構成員が主体的に参画し、特
定の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ
う配慮したか。

はい

・各会議各回テーマを設け、参加者に提示・意見を求

めた。進行するうえで各々の立場や日頃の活動から得
た経験や知識を出して貰い、共有する中で偏りがない

よう努めた。

51

障害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や
親族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成

年後見支援センター等につなげたか。また、申し立
てを行える親族がいない場合や親族がいても申し立

てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が

必要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告
し、市長申し立てを視野に入れた支援を行ったか。

はい

・基幹相談支援センター開所前に成年後見人を尋ねて
制度に纏わる話を聞き、社協成年後見センター出張研

修等を受講し、制度理解に努めた。また、ケース対応
の中で虐待案件（ネグレクト）から市長申し立てとな

る複数事例に関わった。

52

障害者虐待が疑われる相談を受けた場合は、当該障
害者の状況を把握し、千葉市障害者虐待防止セン
ターと連携を図るなど、適切な対応を行ったか。

はい

・複数の虐待案件に関り、基幹相談支援センターとし
て行政と連携協力し、当事者の保護・虐待防止セン
ターに繋ぐ。受け入れ期間中の対応支援・福祉サービ
ス利用に向けた準備に携わった。

Fn

aJ

消費者被害を未然に防止するため、警察や消費生活

センターと連携し、地域の消費者被害に関する情報
等を把握するとともに、必要に応じて、障害者やそ

の家族等に向け、情報提供を行ったか。

はい
・地域生活する障害者家庭が既にした契約に不安を抱
き、解消を希望した案件で解約手続きに携わった。

54

市内の障害福祉サービス事業所をはじめとする社

会資源についての情報収集、集約を行い、地域の
相談支援事業所等へ発信を行ったか。

どちらとも

いえない

･当事者・家族・事業者・行政他諸機関等からの問い
合わせや情報提供依頼には可能な限り応えた。積極的

に情報の収集・集約・発信を行ったかという点につい
ては、十分とは言えなかった。



令和2年度花見川区障害者基幹相談支援センター自己評価シート別紙

1 地域の相談支援体制の強化(No.37～41関係）

2計画（障害児）相談支援兼務の状況(No. 12関係）

3専門職員の資格取得の状況(No. 3,6関係）

1

相談支援事業者に

相談支援事業毛

対する指導・助言のイ

･の人材育成の支援件数

16

6
大円謎錐月月し〃、弓甫 傷強化の取組の実施回数 51

R2JOJ R333.31 瑁慨

兼務している専門職員数 1 0 －1

粥1』 R溌斑砒釧 R3331 増減

加算対象
資格

祉十
L偉福ﾈlﾄナ

h

二

相談支援従事者初任者研修修了者

相談支援従事者現任研修修了者

相談支援専門員

医療的ケア児等コーディネーター養成研修
修了者

強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践‘

研修）修了者又は、千葉県強度行動障害の
ある方の支援者に対する研修修了者

3

0

0

2

２

１
－
０

0

1

３

1

0

1

0

－1

-1

０
－
０

0

0

その他の

資格

0

0

0

0

0



令和2年度稲毛区障害者基幹相談支援センター自己評価シート

作成日 ：令和3年6月16日

｢＝夛宇字

1

チ逢灘ク項息 自己評価 特記事項鰐力工夫媛燕点、課題､今後の目標など〉

1

センターの運営にあたって、共生社会の構築に同

け、運営方針、千葉市における障害福祉施策に係る
中長期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地域の
控‘畦や幸』害lァ耐てI．〒方h卑向fTl了雨h茎日A‘修力迅

はい

2
m〃ユ人上αノノL淫邑勾正T江塩エーL孝幸回1脚空 lドノ狸レノー

力苅
はい

３
様々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応す
ス弗踊ヒァ早苗1券A材西目署か行うてい系力、

はい

4
…二一”4回＝＝]一古レュセ罷勘口苦凸＝毒I－P hZ論、 '十1，、

5
／建具“ 一ｰJｰ麹目昔一m昭ニマー脾匹F1,ｰ…､ "ザ 0一一、脚巴ゞ･一

力乃一
はい

6
職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施し
たか‐

はい

7
仕様書に規定されている必要な職員の配置を行った
カコー

はい

8
職員に変更が』
て報告1〃 婁『

民じる場合に速やかに市へ書面をもつ
iの承認存得たか、

はい

9

職員が育児休暇、病気休暇、産前産後休暇等を取得
する場合に、市へ書面をもって報告し速やかに代替
職昌存補充したか~

該当なし

10
職員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを行
y､、円滑な業務の移行に十分に留意しているか。

該当なし

11
障害者相談支援事業者から必要な業務の引き継ぎを

はい

1，

」乙
特定相談支援等との兼務について、数値目標や具体
的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解消に努
砧ガカュー

はい

兼務解消の為､ 目標数値に向けて取り組んでいるが､引
継ぎ先の事業所が少ないことから、公募選定時の目標数
値よりも遅れている。

1Q
LJ

センター従事時間帯に定期的に複数回の会議に出席

を要するなど、センターの本来業務を少なからず圧
迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託料の支
払いが予定されている事業の実施を希望する場合に
ついては、事前に市に、兼務が可能かどうか協議を
杵マヘ秀カコ

該当なし

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によって

賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営
券屡行ったか、

はい

15

障害者やその家族への相談支援において、人種、信
条、性別、社会的身分等により差別することなく公
正に対応したか。また、サービス事業所や関係機関
の紹介にあたっては、障害者に提供されるサービス
が、合理的な理由なく、特定のサービス事業者等に
偏ることのないよう公正・中立性を確保したか。

はい

16

センターは地域の相談支援事業所に対する支援を行

うほか、地域自立支援協議会の運営を行いますが、
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協議会の
構成員の選定にあたっては、合理的な理由なく、特
定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正．
中ﾏｱ社IF卸盧1 ．キカュ

はい

意見交換会では参加する事業所が固定されつつあるよう
に感じる。不参加の事業所にも会議の内容を報告しては
いるが、相談員が必ず参加したいと思える企画内容にし
なければならない。

'71
ごンターを運営 rるにあたり、障害者総合支援法ほ

干しているか~

､÷、,

ヤムVロ

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイド
ラ イン、千葉市個人情報保護条例等を含む。 ）を遵
守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏の
ない上弓＋令に雷責しているか、

はい

19

センターにおける各事業の実施にあたり、各事業の

担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること
が重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を
事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必要に応じ
て得ているか~

P斗1，

ヤ＆Vロ 初回面談で必ず説明をし、書面で同意を得ている。

201
苦情対応に関するマニュアルを整備し、職員への苦
桧対応lでついて-の研修群"聿旅I"だ か←

はい

Z

21%
7

本

経
力

委託事業と他の業務等とを区分して経理を行い、

理に関する帳簿等、必要な書類の整備をしている
､‐

P÷1，

VよVロ



２

“
、

祁
恥 チェック項層 寓声,評桶i 特記事凝灘努か工夫1房た点《課題織篝後”目標など）

22 相談記録を始めとする個票や実施報告書等を完備し
ているか‐

はい

ワ｡
凸U

センターの専門職員は、センターが発行する職員証

を業務時間内において携帯するとともに、訪問時及
び利用者又はその家族等から求められたときは、こ
れを提示しているか~

はい

24

センターは、センターは、

などの関係部
5－ 1車堆乃が

などの関係部
5－ 1車堆乃が

丁 （本庁、区役所、保健福祉センター

f) との業務を円滑に遂行できるよ
ミットワーク構築に努めたか．

－

はい

基幹センター開設時に．稲聿保健福ﾈ1I卜Iヒ基幹センター開設時に、稲毛保健福祉センターの冬課券センターの各課を

訪問し基幹センターの概要説明を行い、連携強化を依頼
した。

25

セングーは、相談文瑳等における天瑳困難ケースに

ついて、地域自立支援協議会の地域部会等を通して
市（保健福祉センターをはじめとする関係部署） と
情報交換及び課題共有などを行い、それぞれの役割
参日日罐Z戸1 ．－7－1青{副11F幸+[杙1 壱ナ1コ

はい

26 ’
Uブ釦I抵示LIｰ ！季未同1回青」 I 』Ⅸェ』”弄

央算書」 「事業実績報告書」 「実績報告
勇,裸卜H1 ・かカコ

はい

ノJ 1

28ド

業務時間外においても、緊急時に連絡をとれるよう
…兵宅一垂坐"『 ■L､ﾛ ■ ＝－L L.－E a p E-■ 凸ﾆｰｰ ■ 己

1内の相談手段として、来所、電話、 FA
ニメーノレIFトス相諮の零イマト左才ﾃﾏﾍ秀ヂ、

はい

はい

ワQ
ごン

障害者が、住み慣れた地域で、安心してその人らし

い生活を継続していくにはどのような支援が必要か
を把握し、地域における適切なサービス、機関、ま
弁仕飼|庵の壬1I田にっかげ系竺の寺謡寿系〒.－､弁か

はい
コロナの影響から、インフォーマルな集まり等に制限が
あり、福祉サービスにつなげることが多かった。

30

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通
じた様々な相談に対し、的確な状況把握等を行い、
専門的または緊急の対応が必要かどうかを判断し対
応したか。

はい

ご本人からセンターに相談することの同意が得られてい
ないケースや、病識がない方についての対応に難しさを
感じる場面はあったが、必要に応じ関係機関と連携を図
りながら緊急の有無の判断等を行った。

31

各区保健福祉センター等の行政機関、障害福祉サー

ビス事業所、医療機関、地域包括支援センター、民
生委員、町内自治会等の地域の様々な社会資源の把
握と連携を行い、 これらのネットワークを相談支援
に活用したか。

はい

日を追うごとに稲毛保健福祉センター各所、あんしんケ
アセンターと連携を必要とするケースが増えている。ま
た、新たにUR団地に配置されている相談員や自治会との
繋がりも増え、地域の支援機関とのネットワークが拡
がっている。

32 貢害が判明していない人やその家族が、気軽に相談
急去る場所シ1 －－で櫟台慢一十馬アル･客,日浩1 －弁か

はい

忠表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの

情により障害福祉サービスの利用につながらない
〆、の相談寺揺穿引商匂11F才〒っ作か

はい

34

障害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

窓口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ

か、 FAX， メールでも相談を受付けし、適切に対
応したか。

はい

nF

｡､

トィ

医療的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

重複障害者などの専門的な知識や技術を必要とする
相談内容に#〕滴切に応じたか、

はい
当センターだけでは情報が足りないところについては、
各関係機関に情報収集をし、必要な支援に繋いでいる。

36

匿急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録

＝た上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に
且因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの
コーディネートや相談その他必要な支援を行った
1ｺ｡

はい

緊急時の対応が困難であることが予測できるケースに関
しては、事前にサービスに繋げることや各関係機関との
連携を強化してきた。一方、地域生活支援拠点は相談す
るが様々な理由で繋がらなかったケースが多い。

qワ
J6

市内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な

計画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
画相談支援事業所が必要とする様々な支援を適切に
行ったか。

はい

38

画語一安詔￥一口I目,IH必へ…手本ﾉﾉUJJ訂.､』 ジ、v ロジTTJに蚕

業所加算の取得に対する意向や、取得を阻害してい
る要因について把握・分析し、必要な支援を行った
か･

はい

地域の相談支援事業所からの加算取得等に関する相談に
への助言は行っているが、市内全ての事業所がどの加算
を取得しているかについては把握しきれていないため、
今後調査、分析等をする予定。

39

特定事業所加算取得の条件が、センター等からの困

難事例の紹介にも対応することや、センター等が実
施する事例検討会等に参加していることとなってい

ることを踏まえ、計画相談支援事業所へこれらの機
会を積極的に提供するとともに、適切な後方支援と
良好な関係構築に努めたか。

はい

加算の有無関係なく、市内の相談支援事業所から依頼が
あった際には積極的に後方支援を行い、良好な関係構築
に努めてきた。
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自己評価 桧記事項;<努力馨工夫した点;課題今後翅目標など）

40
め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ
ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
方で、センター主催の会議に必要に応じて地域包括
支援センター職員の出席を依頼したか。

はい

41

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢

化に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設コー
ディネーターと協働して専門的な対応を行うことが
壷 迄を峰止I『”、郡2JpP－津・恥@ﾛJ 、港以､

はい

42

法定サービスの地域移行支援及び地域定着支援が促
進されるような体制整備に係るコーディネートに取

組んだか。

はい

矯正施設から出所する方への支援として千葉県のモデル
事業に協力し、支援を通してこの後の支援体制について
の検討を行った。

43

本市において精神障害者の地域移行や地域定着I

り組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域1
ケアシステム構築推進事業に参画や協力を行つ7
か。

取
括
はい

44
当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施した

か、
はい

45

46

地域部会を2か月に1回、適切に開催したか。

相談支援事業所意見交換会を毎月、適切に開催した
かa

はい

はい

緊急事態宣言中は書面会議として開催

緊急事態宣言中は書面会議として開催

47

地域自立支援協議会を活性化させるために、その開

催目標を明確にし、構成員全員が共通認識を持って
雨如才ぃ上るまい弁か

､÷T,

ヤ生V’

一

481 識を進めていく過程において
坐やロユーーb 甦上L 少 マーと面坐妹一

、ただ課題を抽出す
ー吟…÷尭一 L T はい

49

¥決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画

当の整合性、他市の状況や費用対効果の視点、関係

手との合意形成にも配慮しながら、検討を行った
町⑨

はい

協議会であがってきた課題については運営事務局会議や

基幹ネットワークで関係機関と共有し、千葉市の状況等
を把握しながら検討を進めている。

50

地域自立支援協議会の構成員が主体的に参画し、特
定の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ

う配慮したか。
はい

これまで児童分野の専門家がいなかった為、特別支援学

校のコーディネーターと児童家庭支援センターの相談員
に参加を依頼しメンバーの再編を行った。

頁1
画上

障害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や

親族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成

年後見支援センター等につなげたか。また、申し立
てを行える親族がいない場合や親族がいても申し立
てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が
必要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告
I〆‐市長申しず淀て-か視野に入れか古糯券行っ方･か‐

はい

52

障害者虐待が疑われる相談を受けた場合は、当該障
害者の状況を把握し、千葉市障害者虐待防止セン
ターと連携を図るなど、適切な対応を行ったか。

はい

少しでも虐待が疑われるケースの相談があった場合に

は、その都度虐待防止センターと情報を共有し対応を
図っている、

53

消費者被害を未然に防止するため、警察や消費生活

センターと連携し、地域の消費者被害に関する情報
等を把握するとともに、必要に応じて、障害者やそ
の家族等に向け、情報提供を行ったか。

はい

詐欺被害にあったご家族支援として、親御さんのケアマ

ネ、地域包括、基幹、警察と連携を取りながら支援体制
を構築した。更なる防止策として、今後も関係機関との

連携を強化する。

54

市内の障害福祉サービス事業所をはじめとする社会
資源についての情報収集、集約を行い、地域の相談

支援事業所等へ発信を行ったか。

r÷b,

ﾔふVロ

基幹に集まる各関係機関の新規開設情報や、利用の空き

状況等は、一覧にして毎月の相談支援事業所意見交換会
で相談員に渡している。
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匡羅師1
令和2年度若葉区障害者基幹相談支援センター自己評価シート

作成日 ：令和3年6月15日

1

N○ チェヅク項目: :〆 講蕊灘_× 自己評価 特記事項｡《努力､工夫し握点、課題§今後の目標雄ど）

1

ｰｰ〆 ¥〆一目qー哩垂Fｰ一、､ 〆、一'一一ﾏ〆1面王■ｰj･ 』

け、運営方針、千葉市における障害福祉施策に係る
中長期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地域の

はい

市が定めた運営方針を踏まえて事業計画を作成した
カュー

はい

Ｄ
４
４
！

。

鳫々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応す
§弄冷l湾商1 ．弁A材面副晉穿才〒〆>てい寡bカコ

はい

’

5
欠f欠員
かか

の職場定着に向けた取組を実施しているか

が生じた場合の職員の確保を速やかに実施した
‐

はい

はい
計画相談との配置換えを行ったため、速やかに職員の確
保存行いま･した‐

握岳

6 職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施し
たか~

－

はい 随時研修に参加出来るように取り組んでいます。

7
仕様書に規定されている必要な職員の配置を行った
か、

はい

8
職員に変更が生じる場合にi
で報告1 〃 墓前の承認穿得フ

亘やかに1
=か｡

丁へ書面をもつ
はい

９

職員が育児休暇、病気休暇、産前産後休暇等を取得

する場合に、市へ書面をもって報告し速やかに代替
職邑葬補充1〃弁か‐

該当なし

1 0
聰
し

職
い

員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを行
、円滑な業務の移行に十分に留意しているか。

》÷、,

f＆VU

1
障害者相談支援事業者か う必要な業務の引き継ぎを

こ十分に留意したか。

》÷D,

i＆VU

12

令和3年度末までの経過措置として認められている

特定相談支援等との兼務について、数値目標や具体
的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解消に努
めたか~

はい
令和3年度末までに務解消に向けた対応を行っていま
す。

13

を要するなど、センターの本来業務を少なからず圧

迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託料の支
払いが予定されている事業の実施を希望する場合に
ついては、事前に市に、兼務が可能かどうか協議を
打った刀ﾕー

はい

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によって
賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営
を行ったか‐

はい

15

障害者やその家族への相談支援において、人種､'信
条、性別、社会的身分等により差別することなく公
正に対応したか。また、サービス事業所や関係機関
の紹介にあたっては、障害者に提供されるサービス

が、合理的な理由なく、特定のサービス事業者等に
偏ることのないよう公正・中立性を確保したか。

､÷1，

WよVロ

特定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正・中
立性を確保して対応していますが、紹介可能な社会資源
の受け皿が逼迫しているため、同一事業所に依頼・紹介
するケースも出てきています。

16

センターは地域の相談支援事業所に対する支援を行

うほか、地域自立支援協議会の運営を行いますが、
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協議会の
構成員の選定にあたっては、合理的な理由なく、特
定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正。
中古ｲ生IF両円虐1 秀九コ

】冬、,

ｾよVU

17
センターを運営するにあたり、障害者総合支援法ほ
か閨係法令左薄守しているか‐

はい

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイド
ライン、千葉市個人情報保護条例等を含む。 ）を遵
守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏の
がI"、f昌 L,今lア函音I 字1,、スカュ

はい

19

センターにおける各事業の実施にあたり、各事業の

担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること

が重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を

事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必要に応じ
て得ているか‐

はい
口頭で高齢障害支援課等に問い合わせてもいいかなど了
解を得るようにしています。

子

20
苦情対応に関するマニュアルを整備し、職員への苦
情対応についての研修か聿旅I"だか‐

はい

21

本委託事業と他の業務等とを区分して経理を行い、

経理に関する帳簿等、必要な書類の整備をしている
かへ

はい



２

NC チーック項目 昌睡儲 特記事項〈努か;:工夫じた点;課題篭今後の目擦など

22
相談記録を始めとする個票や実施報告書等を完備し
ているか‐

はい

句Q
ムリ

センターの専門職員は、センターが発行する職員証

を業務時間内において携帯するとともに、訪問時及
び利用者又はその家族等から求められたときは、こ
れ存桿示しているか‐

はい

24

センターは､ 1

などの関係部当
局 弔甫堆乃7K』

7 （本庁、区役所、保健福祉センター
;） との業務を円滑に遂行できるよ
＆ ､､ノトワーク權筑Zア垂恥奔洲1

はい
若葉区高齢障害支援課との打ち合わせを隔月で実施して
います。

25

‐一 〆 『季､ UHw、ヘュマロー周望マノ シヘュ酉…〆 〆ﾛ ﾛ､一

)いて、地域自立支援協議会の地域部会等を通して
了 （保健福祉センターをはじめとする関係部署） と
手報交換及び課題共有などを行い、それぞれの役割
"日日詮1－1〒穂緬上手士+け手】だザ,、

はい

26 ’
する期限までに「事業計画書j 「収支予算

支決算書」 「事業実績報告書」 「実績報告
Iか桿川Lだか‐

はい

、弓

色I

；；

28

においても、緊急時に連絡をとれるよう

]内の相談手段として、来所、電話、 FA
ユメールlアトスホ日雪肘の悪もイマトか矛〒_へ去労1

はい

はい

開所時間外は電話転送を行っています。 、

ワq
臼V

障害者が、住み慣れた地域で、安心してその人らし

い生活を継続していくにはどのような支援が必要か
を把握し、地域における適切なサービス、機関、ま
方吐制庵の乗| |田IFっかけ聾系竺の寺淫か糸〒一》赤･か

はい

30

本人、家族、近隣住民、地域のネッ

じた様‘々な相談に対し、的確な状況
専門的または緊急の対応が必要かど
応しだか‐

ワーク等を通

握等を行い、
かを判断し対

はい
関係機関等から相談のあった緊急を要するケースについ
ては当日の訪問など対応を行いました。

31

門ー"、ロレーe閏Ⅱ一一一 ” 可』 ﾏｰ ﾛ 弓一仏函Ⅱ～､ Ⅱ〒

ビス事業所、医療機関、地域包括支援セ
卜剖 '四ローグ

ンター、民

主委員、町内自治会等の地域の様々な社会資源の把
屋と連携を行い、これらのネットワークを相談支援
こ活用したか。

》÷、,

ヤヰVロ 若葉区地域部会にて連携を行っています。

3211 が判明していない人やその家族
汽j呉斫ル1 〒鱗台陰十メール左日

f，気軽に相談
二1仁名、 はい

1
J

33］

思表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの
情により障害福祉サービスの利用につながらない
へUのｵ日誌寺糯存蒲団IF行勺弄か

はい 関係機関と連携をとりながら対応を行っています。

34

障害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

窓口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ
か、 FAX，メールでも相談を受付けし、適切に対
応したか。

はい

qR
uロ

医療的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

重複障害者などの専門的な知識や技術を必要とする
*日誌内蓉IFを､摘措、ァ庵1. 弁カュ

はい

n戸

0，

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録
した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に
起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの
コーディネートや相談その他必要な支援を行った
か。

》幸1，

W4Vロ
緊急時の支援が見込めない世帯を把握し、地域生活支援
拠点に報告、連携を行っています。

qワ
リ‘

市内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な
計画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
画相談支援事業所が必要とする様々な支援を適切に
行ったか。

はい

38

管轄区域の計画相談支援事業所が持っている特定事

業所加算の取得に対する意向や、取得を阻害してい
る要因について把握・分析し、必要な支援を行った
かo

はい
意見交換会等で加算に関する案内を行っています。今後
は取得阻害の要因等についてより具体的に取り組みたい
と思います。

39

特定事業所加算取得の条件が、センター等からの困

難事例の紹介にも対応することや、センター等が実
施する事例検討会等に参加していることとなってい

ることを踏まえ、計画相談支援事業所へこれらの機
会を積極的に提供するとともに、適切な後方支援と
良好な関係構築に努めたか。

はい

40

地域の相談搬関（相談支援事業者、身体障害者相談

員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、
保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関

等） との連携強化に取組んだか。特に、高齢障害者
や高齢の親を持つ障害者への支援体制の構築のた
め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ
ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
方で、センター主催の会議に必要に応じて地域包括
支援センター職員の出席を依頼したか。

はい
若葉区地域部会に地域包括支援センターに出席依頼、参

加して頂いています。
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41

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢

化に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設コー
ディネーターと協働して専門的な対応を行うことが
で蛍ろ体制の確保に取り組んだか‐

はい

42

法定サービスの地域移行支援及び地域定着支援が促

進されるような体制整備に係るコーディネートに取
網Aﾉ常か-

はい !
I

43

ﾐ市において精神障害者の地域移行や地域定着に取

l組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域包括
Fアシステム構築推進事業に参画や協力を行った
｡､

はい 委員として参加を行いました。

44
当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施した
弥司

はい 2021年5月実施（書面開催）

4511f地
紅』吾

46

域部会を2か月に1回、適切に開催したか
韮圭毎章韮壺害Tヨ六鵠今ナー告口 ＝』毎nF一同同“T七

職支援事業所意見交換会を毎月 、適切に開催した
動ﾊ

はい

はい
R2,10は新型コロナ感染拡大予防等のため開催できません
ﾏ尋1 －赤

47

泪
標
型
↑

議を

支援協議会を活性化させるために、その開
明確にし、構成員全員が共通認識を持って
う努めたか．

はい

48
進めていく過程において、ただ課題を抽出す

だけではなく、その解決策まで協議を行ったか。 ｜はい
課題の抽出と改善策について話し合い、運営事務局会議
竺マ寺郵些恢言誌幸狩へぞ1，、±す

49

解決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画
との整合性、他市の状況や費用対効果の視点、関係
者との合意形成にも配慮しながら、検討を行った
か。

はい

＋
少

5017 言の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ
)配虐1,だか‐

はい
1

R1
噂上

障害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や
親族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成
年後見支援センター等につなげたか。また、申し立
てを行える親族がいない場合や親族がいても申し立
てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が

必要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告
1 ． 市-尾申1 －すてか相里子に入れ.矛寺揺か行勺弁か

はい
高齢障害支援課、健康課と連携しながら対応を行ってい

ます。 ，

52 舌勇百Uﾉ荻I元哲1世蛭し、 ーr呆巾陣f

た場合は、当該障

者虐待防止セン
応を行ったか姉

はい

53

者被害を未然に防止するた閥

ターと連携し、地域の消費弓
把握するとともに、必要に、

警察や消費生活

曳害に関する情報
’て、障害者やそ
とか‐ ’

はい
千葉市消費生活センター

高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク会議参加予定

541i

の障害福祉サービス事業所をはじめとする

についての情報収集、集約を行い、地域の相談
喜拳所竺へ率ｲ言穿矛〒つだか‐

はい 各種会議に参加、意見交換会等で報告を行っています。
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相談機関との連携強化の取組の実施回数 ７

K溌瓢りさ秘I
P型'.
､湾黄く'0 #:鰔典 j官砿

兼務している専門職員数 3
1

． －1

資格種別I鴬資格種別I鴬資格名

社会福祉士
｜ 陳精｜ 医精神保健福祉士神保健福祉士

健師

育士
｜ ‐ 岸

相| 匠相談支援従事者初任者研修修了者談支援従事者初任者研修修了者
|4nr@轌圭↓･在画瞳

相談支援従事者現任研修修了者

資格 任相談支援専門員

療的ケア児等コーディネーター養成研修
了者

度行動障害支援者養成研修（基礎・実践

修）修了者又は、千葉県強度行動障害の
る方の支援者に対する研修修了者

R灘 α1 1

ー一ー

ー一ウー

0
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0
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匡函回
令和2年度緑区障害者基幹相談支援センター自己評価シート

作成日 ：令和3年6月15日

』

1

繰
缶
○

邸
醗 チニック項目 自己評価 特記事項X努力、工夫膠潅点¥;課題､今後の目標など）

1

'ターの運営にあたって、共生社会の構築に向
運営方針、千葉市における障害福祉施策に係る
:期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地域の

どちらとも

いえない

一
Ｆ
１
弓
ｆ

了が定めた運営方針を踏まえて事業計画を作成した
.‘，

－ l

はい

l
虫

●
四
分
卜
・
ノ
■

ﾐ々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応す
〕ために滴した人材配置左行っているか‐

はい

’ 昌の職場宗着に向けた取組為実施しているか㈲ はい
’

５
欠員が生じた場合の職員の確保を速やかに実施した
か~

該当なし

6
職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施し
たか‐

はい

7
仕様書に規定されている必要な職員の配置を行った
か~

】÷1，

ﾔ＆Vロ

8
職員に変更が4
で報告I, 宴『

:じる場合に速やかに市へ書面をもつ
｢の承認券ｵ昇方か←

該当なし

９

職員が育児体H
する場合に、 『
職昌券補充し7

Z、病気休暇、産前産後休暇等を取得
丁へ書面をもって報告し速やかに代替
巳か‐

該当なし

1 0
職員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを行
い、 ,円滑な業務の移行に十分に留意しているか。

該当なし

1 1
障害者相談三
受け、円滑7

援事業者から必要な業務の弓
㎡畦 一圭一手先少一■ 一 ｵ 年､ ■一～寺■ ユ

き継ぎを

か．
該当なし

1ワ
▲~

令和3年度末までの経過措置として認められている

特定相談支援等との兼務について、数値目標や具体
的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解消に努
聡子学名、

どちらとも

いえない

1 1

1，

上｡

を要するなど、センターの本来業務を少なからず圧
迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託料の支
払いが予定されている事業の実施を希望する場合に

ついては、事前に市に、兼務が可能かどうか協議を
行ったか｡

該当なし

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によって

賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営
券行ったか‐

、÷1，

ヤムVロ

15

障害者やその家族への相談支援において、人種、信
条、性別、社会的身分等により差別することなく公
正に対応したか。また、サービス事業所や関係機関
の紹介にあたっては、障害者に提供されるサービス
が、合理的な理由なく、特定のサービス事業者等に
偏ることのないよう公正・中立性を確保したか。

はい

16

センターは地域の相談支援事業所に対する支援を行

うほか、地域自立支援協議会の運営を行いますが、
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協議会の
構成員の選定にあたっては、合理的な理由なく、特
定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正.
巾寺社I一閃．蘆1弗労当

はい

寸丹

1J
センターを運営するにあたり、障害者総合支援法ほ
か函僥法令券薄守I"て-いるか←

はい

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイド
ライン、千葉市個人情報保護条例等を含む。 ）を遵

守し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏の
かい上弓十今に留音しているか‐

､÷、,

ﾔ士Vロ

19

センターにおける各事業の実施にあたり、各事業の

担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること

が重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を
事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必要に応じ
て得ているか‐ ！

はい

201
青対応に関するマニュアルを整備し、職員への苦

はい 法人で策定

Z

21＃
ヌ

罠委託事業と他の業務等とを区分して経理を行い、

E理に関する帳簿等、必要な書類の整備をしている
、
弓
［

はい



２

N6 霧エック項目 自畠諜価 祷記事項:(努力､工夫し誰罵課題:今後p目標など）

22
相談記録を始めとする個票や実施報告書等を完備し
ているか。

はい

23

センターの専門職員は、セ･ンターが発行する職員証

を業務時間内において携帯するとともに、訪問時及
び利用者又はその家族等から求められたときは、 こ
れ』方'ｷ是示して~いるか‐

はい

24

センターは、市（本庁、区役所、保健福祉センター
などの関係部署） との業務を円滑に遂行できるよ
5 ミ重權乃7Kネ､､ノトワーク濫筵LF墾砧弁か

はい

25

センターは、相談支援等における支援困難ケースに

ついて、地域自立支援協議会の地域部会等を通して
市（保健福祉センターをはじめとする関係部署） と
情報交換及び課題共有などを行い、それぞれの役割
券日日碇ZFI マー摘伺11Fを+Ⅸ渋1弗売薊

はい

26 ’
定する期限までに「事業計画書」 「収支予算

収支決算書」 「事業実績報告書」 「実績報告
従） l表ｵ皇朋1 ．弄力、

はい

，71 間外 こお ､ても、緊急時に連絡をとれるよう
はい

28ド
間内の相

;子メール

§手段として、来所、電話、 FA
二上ろ相談の等付券壹行ったか‐

はい

29

障害者が、住み1

い生活を継続し．

を把握し、地域｜
かば閑1庵の天11田I

れた地域で、安心してその人らし

いくにはどのような支援が必要か

おける適切なサービス、機関、ま
っか1-F扇竺の寺淫かｵ〒っ弁か

はい

30

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通

じた様々な相談に対し、的確な状況把握等を行い、
専門的または緊急の対応が必要かどうかを判断し対
応したか。

はい

ql
UL

子区保健福祉センター等の行政機関、障害福祉サー
ゴス事業所、医療機関、地域包括支援センター、民
ｾ委員、町内自治会等の地域の様々な社会資源の把
屋と連携を行い、これらのネットワークを相談支援
こ活用したか。 -

はい

qウ
リ白

Eが判明していない人やその家族が、気軽に相談
ス娼可テル1 マー燃肖僖十スーレか日輻1＊釣迅

はい ‘

33

f思表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの

手情により障害福祉サービスの利用につながらない
7へ.の相諦寺擢券蒲団l了行ぜっ弁か

はい

34

章害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

R口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ
則、 FAX，メールでも相談を受付けし、適切に対
ヌしたか。

はい

35 ’
源的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

複障害者などの専門的な知識や技術を必要とする
談内容に＊､T商師に応Iもかか

どちらとも

いえない
必要な研修等に参加を考えています。

36

蚤急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録

学た上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に
且因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの
コーディネートや相談その他必要な支援を行った
1コ。

はい

Qワ
J1

市内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な
計画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
画相談支援事業所が必要とする様々な支援を適切に
行ったか。

はい
相談新事業所の意見交換会で話しを進めてきたが、事業
所の不足に対しては特段出来る事がない。

38

管轄区域の計画相談支援事業所が持っている特定事

業所加算の取得に対する意向や、取得を阻害してい
る要因について把握・分析し、必要な支援を行った
か。

どちらとも

いえない

1人職場が多い事もあり、難しい。それ以外は法人で進め
ていると思われ相談は特段ない。

39

特定事業所加算取得の条件が、センター等からの困

難事例の紹介にも対応することや、センター等が実
施する事例検討会等に参加していることとなってい
ることを踏まえ、計画相談支援事業所へこれらの機
会を積極的に提供するとともに、適切な後方支援と
良好な関係構築に努めたか。

該当なし

40

地域の相談磯関（相談支援事業者、身体障害者相談

員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、
保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関
等） との連携強化に取組んだか。特に、高齢障害者
や高齢の親を持つ障害者への支援体制の構築のた
め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ
ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
方で、センター主催の会議に必要に応じて地域包括
支援センター職員の出席を依頼したか。

はい
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N6 話享鳥溌ｸ項目 自己評価 特記事項〈努九工夫遥た点、課題､今後⑲目標など）

41

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢

化に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設コー
ディネーターと協働して専門的な対応を行うことが
孟冬プ坐出Iへ瀧jpP－鴎い●ロノぞ1､

該当なし
拠点との連携は多いが医療的ケア児・強度行動障害の方

のケースはなかった。

42 ’
法定サービスの地域移行支援及び地域定着支援が促
進されるような体制整備に係るコーディネートに取
組んだか。

いいえ

43

｜
“

本市において精神障害者の地域移行や地域定着｛

り組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域f
ケアシステム構築推進事業に参画や協力を行っプ
六斗

当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施
か．

しプ

取
括

こ

どちらとも

いえない

該当なし

まだまだ研修段階であり、担当部署等からの情報を頂い

ていた段階である。

45 h域部今券2か月に1回一滴切に開ｲ崖したかゞ は ､

46
引談支援事業所意見交換会を毎月、適切に開催した
込向 ，

は 、

47

1域自立支援協議会を活性化させるために、その開
泪標を明確にし、構成員全員が共通認識を持って
【組むよう努めたか。

は ､

Ⅱ一二

48

49

型 も坐． ｺｰ. 幻 ､回争■一E L

.Bいて、ただ課題を抽出す
まで協議を行ったか

¥決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画

合の整合性、他市の状況や費用対効果の視点、関係
手との合意形成にも配慮しながら、検討を行った
｡｡

は ､

はい

50

ﾛ域自立支援協議会の構成員が主体的に参画し、特

三の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ
)配慮し方･か‐

はい

R1
uL

章害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や

見族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成

嘱後見支援センター等につなげたか。また、申し立
てを行える親族がいない場合や親族がいても申し立

てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が
Z要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告

どちらとも

いえない
情報の提供は進めているが、実際のケースはない。

52

障害者虐待が疑われる相談を受けた場合は、当該障
害者の状況を把握し、千葉市障害者虐待防止セン
々－し;甫盤かI可1スナF腹藷l詞ナ浄孝+歳寿行ハ表も1

該当なし

『＝、

、｡

与費者被害を未然に防止するため、警察や消費生活

宮ンターと連携し、地域の消費者被害に関する情報
苧を把握するとともに、必要に応じて、障害者やそ
､毒佐竺Z声向L十捨却鐸吐左狩へ表尚1

該当なし

54

市内の障害福祉サービス事業所をはじめとする社会
資源についての情報収集、集約を行い、地域の相談
古梧塞挙戸斤竺へ率信券f〒勺方･か

はい



令和2年度緑区障害者基幹相談支援センター自己評価シート別紙

地域の相談支援体制の強化(No.37～41関係）1

計画（障害児）相談支援兼務の状況(No.12関係）2

襄霧可ﾗ〒示冨萱百頁藤昌一

専門職員の資格取得の状況(No.3,6関係）3

、4

、

相談支 反尹禾一白I星X1ツも〕ゴ曰寺･駅 戸vソ l下垂

援件数

5
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「盲師同
令和2年度美浜区障害者基幹相談支援センター自己評価シート

作成日 ：令和3年6月15日

子

1

No チェツク項目 自己評価 特記事項〈努力工夫した点、課題、今後の目標など）

1

旨ンターの運営にあたって、共生社会の構築に向

ナ、運営方針、千葉市における障害福祉施策に係る
F長期指針、千葉市障害者計画に基づき、各地域の

はい

－
１
７

市
か

が定めた運営方針を踏まえて事業計画を作成した
ハ

はい

独
牛
馴
男

そ々な障害の種別や各種のニーズに専門的に対応す
、圭恥’一ﾐ南1老A廿頬爵寿拝ハデ1,、スも弘 はい
~『､~『､

II 旨の職場岸着に1句けた取組を実研同している刀勤、 はい

菊欠か員が生じた場合の職員の確保を速やかに実施した｡

どちらとも

いえない

6
職員の資質向上を図るための効果的な取組を実施し
たか~

はい

7
ｆ
ｉ

仕
カ

様書に規定されている必要な職員の配置を行った
コー

どちらとも

いえない
詞
Ⅱ
珂
‐
』

職員に変更が』
て報告し、事F

:じる場合に速やかに市へ書面をもつ
iの承認方'得たか‐

はい
一
・
９
職員が育児休暇、病気休暇、産前産後休暇等を取得
する場合に、市へ書面をもって報告し速やかに代替
職昌券補充したかハ

該当なし

I 01W
職
い
員が異動する場合は、必要な業務の引き継ぎを行
、円滑な業務の移行に十分に留意しているか。

該当なし

Ⅱ ■■

1
Ⅳ
ド
〆

Ⅳ
ド
〆

障害者相談支援事業者か’

受け、円滑な業務の移行I
全知q律磨圭孝予価稗¥属1

障害者相談支援事業者か’

受け、円滑な業務の移行I

令和3年度末までの経過措

｜
諦
趣

者から｜
諦
趣

必要な業務の引き継ぎを
移行に十分に留意したか。
辱¥属堆碍ル】〒諏乃､二打テ1‘，ス置として認められている

はい

12
特定相談支援等との兼務について、数値目標や具体
的な手段を検討の上、計画を立て、兼務の解消に努
め弁か－

どちらとも

いえない

近隣の相談事業所へケース移管を行うことは難しいと判
断しており、今年度、法人内において職員の相談支援専
門員の資格取得を目指す。

1，

｣□

を要するなど、センターの本来業務を少なからず圧

迫するおそれがある事業や、別に報酬や委託料の支
払いが予定されている事業の実施を希望する場合に
ついては、事前に市に、兼務が可能かどうか協議を
行ったかハ

はい

14

センターの運営費用は、国・県・市の公費によって

賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営
左行ったか、

D÷1，

ﾔ生Vロ

15

障害者やその家族への相談支援において、人種、信
条、性別、社会的身分等により差別することなく公
正に対応したか。また、サービス事業所や関係機関
の紹介にあたっては、障害者に提供されるサービス

が、合理的な理由なく、特定のサービス事業者等に
偏ることのないよう公正・中立性を確保したか。

はい

16

センターは地域の相談支援事業所に対する支援を行

うほか、地域自立支援協議会の運営を行いますが、
支援の対象となる事業所や、地域自立支援協議会の
構成員の選定にあたっては、合理的な理由なく、特
定のサービス事業者等に偏ることのないよう公正.
山寺ｲf士1戸両目隅十1 圭介．

はい

17
センターを運営するにあたり、障害者総合支援法ほ

か関係法令を遵守しているか。
はい

ド

18

個人情報の取り扱いについては、関係法令（ガイド
ニラ
／

守
デ
アド

イン、千葉市個人情報保談条例等を含む。 ）を遵
し、厳重に取り扱うこととし、その保護に遺漏の
い主局十・‘令IF啓音1 ．ﾏr､い農カコ

はい

19

センターにおける各事業の実施にあたり、各事業の

担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ること

が重要であることに鑑み、予め本人から個人情報を
事業目的の範囲内で利用する旨の了解を必要に応じ
て得ているか~

､÷ロ､

ﾔ4Vロ

20
苦情対応に関するマニュアルを整備し、職員への苦
{害余+味吾lアプヘ〕い〒の肝拝修左宝祐7『 ･方カュ

どちらとも

いえない
苦情対応についての研修は、年度内に実施する方向で検
計する‐

21

本委託事業と他の業務等とを区分して経理を行い、

経理に関する帳簿等、必要な書類の整備をしている
か．

はい



２

No チェツタ項目疑熊ゞ …薦， ‘－ 鐸灘 自己評価 特記事凝曉ガ《im美じだ:点《餌癌〈吾後あ眉標など）

22
相談記録を始めとする個票や実施報告書等を完備し
ているか。

はい

｡q
と』

センターの専門職員は、センターが発行する職員証

を業務時間内において携帯するとともに、訪問時及
び利用者又はその家族等から求められたときは、こ
j'l,券提示Lでいるか‐

はい

24

センターは、市（本庁、区役所、保健福祉センター

などの関係部署） との業務を円滑に遂行できるよ
弓 舟重娯乃ボネ､ソト､ワーク穣鍾Zr塞砧だか

はい

25

センターは、相談支援等における支援困難ケースに

ついて、地域自立支援協議会の地域部会等を通して

市（保健福祉センターをはじめとする関係部署） と
情報交換及び課題共有などを行い、それぞれの役割
券明確にI ‐て-ﾔ商切IF托卜応1 ．弁か

はい

26 ’ ｰへし､云冒』 了季〆、J畠…寓目』 〆、』園丁歩H

従1 1 か梶川1 ．十カコ

いいえ 期限内に提出できるよう努力する。

ソ,J1

281
間内の相
i子メール

、曹､ Z

え4隣専ン

手段と

掻急時に連絡をとれるよう
段措置を講じたか

て、来所、電話、 FA

はい

はい

29

障害者が、住み慣れた地域で、安心してその人らし

い生活を継続していくにはどのような支援が必要か
を把握し、地域における適切なサービス、機関、ま

はい

坐
‐
刃

こ

未本

30

は桐lj陸の木11用につなI

A 壽注￥斤陸佳旱仙傲け人 の圭争〃ドロー〃竺か¥西、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通
じた様々な相談に対し、的確な状況把握等を行い、
専門的または緊急の対応が必要かどうかを判断し対
応したか。

はい

l l

31

号区保健福祉センター等の行政機関、障害福祉サー
ゴス事業所、医療機関、地域包括支援センター、民
ｾ委員、町内自治会等の地域の様麦な社会資源の把
屋と連携を行い、 これらのネットワークを相談支援
こ活用したか。

はい

321厚 Fが判明していない人やその家族が、気軽に相談
ス堤司テル1 マー樫自営十スーレか日嬉1 七洲恥 はい

】

33エ

思表示が難しい障害者への相談支援や、何らかの
情により障害福祉サービスの利用につながらない はい

34

障害の様々な種別や各種のニーズに対応できる相談

窓口として、来所相談、訪問相談、電話相談のほ
か、 FAX、メールでも相談を受付けし、適切に対
応したか。

はい

35

医療的ケアを必要とする障害者、強度行動障害者、

重複障害者などの専門的な知識や技術を必要とす~る
*日誌内容に＊､滴卸に応I自弁･か

はい

36

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録
した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に
起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの
コーディネートや相談その他必要な支援を行った
か。

該当なし

緊急時の支援が見込めない世帯の事前の把握には務めて
いるが、登録に至ったケースはない。今後、他区の基幹
センターと連携し、登録基準の作成などを整理する。

37

市内の計画相談支援事業所が不足しており、十分な
汁画相談支援が困難となっている状況を踏まえ、計
画相談支援事業所が必要とする様々な支援を適切に
テったか。

はい

38

管轄区域の計画相談支援事業所が持っている特定事

業所加算の取得に対する意向や、取得を阻害してい
る要因について把握・分析し、必要な支援を行った
か。

どちらとも

いえない

加算取得の阻害要因の分析を基に、必要な支援が行うこ
とが難しいと考えている。

39

特定事業所加算取得の条件が、センター等からの困

難事例の紹介にも対応することや、センター等が実
施する事例検討会等に参加していることとなってい
ることを踏まえ、計画相談支援事業所へこれらの機
会を積極的に提供するとともに、適切な後方支援と
良好な関係構築に努めたか。

はい

40

地域の相談機関（相談支援事業者、身体障害者相談

員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、
保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関

等） との連携強化に取組んだか。特に、高齢障害者
や高齢の親を持つ障害者への支援体制の構築のた
め、地域包括支援センターとの連携に努め、地域ケ
ア会議や多職種連携会議等には積極的に参加する一
方で、センター主催の会議に必要に応じて地域包括
支援センター職員の出席を依頼したか。

はい
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41

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢

化に伴い重度化した障害者に対して、拠点施設コー
ディネーターと協働して専門的な対応を行うことが

はい

42 ’進されるような体制整備に係るコーディネートに取組んだか㈲

はい

43

本市において精神障害者の地域移行や地域定着に取

り組んでいる千葉市精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム構築推進事業に参画や協力を行った
か｡

はい

44
当番回に運営事務局会議の運営を適切に実施した
か~

該当なし

451地451地
砲

ﾖ

域部会左2か月に1回、滴切に開催したか‐ I ､

一

461
談支援事業所意見交換会を毎月、適切に開催した

ユハ
は

F－

､

471
域自立支援協議会を活性化させるために、その開

目標を明確にし、構成員全員が共通認識を持って は 、

481’ 8議を進めていく過程、芦'千曹戸1斗-ナみぞ 二の

二おいて、ただ課 貝を抽出す
テったか．

は 、

49

解決策の検討にあたって、現行制度や市の各種計画

との整合性、他市の状況や費用対効果の視点、関係
者との合意形成にも配慮しながら、検討を行った
か。

はい

50

ﾛ域自立支援協議会の構成員が主体的に参画し、特

芝の委員に議論の内容や運営上の負担が偏らないよ
l配慮I,たか‐

はい

51

境害者に判断能力の低下がみられる場合は、家族や

見族に成年後見制度の説明を行い、必要に応じて成
F後見支援センター等につなげたか。また、申し立
てを行える親族がいない場合や親族がいても申し立
てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が
必要と認めるときは、市の高齢障害支援課に報告

はい

52

障害者虐待が疑われる相談を受けた場合は、当該障

害者の状況を把握し、千葉市障害者虐待防止セン
々－ル¥市鍵左団スナハ豚病l刑ナ急報庵孝行へ先洲．

はい

53

者被害を未然に防止するため、警察や消費生活
ターと連携し、地域の消費者被害に関する情報
把握するとともに、必要に応じて、障害者やそ
些儘ロー一h L l主十両一ダユ÷全一 上 ﾕ

はい

54

の障害福祉サービス事；

についての情報収集、 4
事挙所笙へ率信穿行っ】

ﾐ所をはじめとする社会

ﾐ約を行い、地域の相談
-力功一

はい
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